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令和３年八郎潟町議会９月定例会 会議録 
 

                      第１日目  令和３年９月９日（木） 

議長 伊藤秋雄  おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名であります。                
定足数に達しておりますので、八郎潟町議会９月定例会は成立いたしました。 

          これより９月定例会を開会いたします。ただちに本日の会議を開きます。      
         日程第１、会議録署名議員の指名については、会議規則第１２７条の規定により議長

より指名いたします。１１番 柳田裕平君、１番 加藤千代美君を指名いたします。   
         日程第２、会期の決定については、議会運営委員長 伊藤敦朗君の報告を求めます。 
 
議会運営委員長 伊藤敦朗 おはようございます。私から、９月定例会の日程・運営等について審議いた 

しました、当議会運営委員会の審議経過と結果についてご報告いたします。     
去る８月２６日、午前９時から第一委員会室において、当局より総務課長が出席し、９

月定例会の日程について、９月２日、午前１０時から第一委員会室において、当局より町
長、総務課長が出席し提出議案等について審議いたしました。 
今定例会の議案等は、条例の一部改正議案が１件、補正予算議案６件、計画の策定議案

が１件、決算認定が６件、報告１件、陳情が２件、人事案件の諮問が１件と選挙案件が２
件であります。 
また、一般質問者は６名となっております。 
なお、選挙案件につきましては、議会最終日に議会の選挙において、選挙管理委員会

委員と同補充員を４名ずつ、今年度１０月５日満了に伴い選任いたします。 
今定例会の日程は、初日が町長の行政報告、議案等の上程、提案理由の説明・質疑等に

ついて行い、各常任委員会に付託することといたします。 
２日目は、一般質問を行い、終わり次第、各常任委員会に入っていただきます。 
なお、６番 京極幸村議員より一般質問の参考資料として、資料配布の申し出があり、

議会運営委員会、議長、副議長で協議した結果、資料配布を許可することといたしました
のでご報告いたします。 
最終日は、午後３時から、各常任委員会に付託された議案等について、委員長報告のあ

と、討論・採決を行います。 
今定例会は、決算認定の審議に時間を要することから、本日から９月１７日までの９

日間で行うことにいたしました。 
よろしくご理解を賜り、ご協力くださいますようお願いを申し上げ、議会運営委員会

の報告といたします。 
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
議長 伊藤秋雄  今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１７日までの９日間と決

定することにご異議ございませんか。                      
              （異議なしの声あり）                
    

議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。                
          答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長、各課長、会計管理者であります。

 次に、日程第３、議長の諸般報告に入ります。 
 この報告は、令和２年６月定例会最終日より本定例会までの報告事項について印刷し
皆様のお手元に配布しております。その報告書をもって、議長の諸般報告にかえさせて
いただきたいと思いますが、そのように取り計らってご異議ございませんか。 
             （異議なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。 
 日程第４、これより、町長の行政報告を求めます。 
     

町長 畠山菊夫  （町長の行政報告   別紙のとおり）                     
 
議長 伊藤秋雄  これより、町長の行政報告に対する質疑を行います。               
         確認の意味で申し上げますが、行政報告以外に対する質問、並びに１０日の一般質問

と重複する質問は、控えてくださるよう、また一人一問程度で簡潔にお願いいたします。
 質問のある方は挙手してください。はい、２番 小柳聡君。 
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２番 小柳 聡  はい、２番の小柳です。生活応援事業の対象者が１，５４８人で、１，２８８名、約８
３％の方がお受け取りになったと、この残りの方に関しては広報・ホームページを基本
とし、個々への周知を検討して参りますとありますけれども、これは是非、たぶん非課税
世帯の方が多いかなと思うんですけども、これはある程度電話確認なども含めて、お受
け取りできますよというアナウンスも、もう一回最後にして頂きたいというのが一点で
ございまして、これは要望ということですけども、南秋地域交通活性化協議会も書面で
の決議となり開催となりいう文言があるんですけども、これ五城目とか大潟村も含め通
信環境も整っていると思いますけども、３町村でやるだけの内容であると思いますので
テレビ会議とかＩＣＴＵでビデオ通話会議とかっていう選択肢もあると思いますのでそ
ういったこともご検討頂きたいと思います。 

          
議長 伊藤秋雄  はい、これ要望ですか。 
 
２番 小柳 聡  生活応援の方はちょっと答弁を。 
 
議長 伊藤秋雄  こっちの方は要望ですね。そうすれば福祉課長。 
 
福祉課長 一ノ関一人 ただ今のご質問ですけれども、対象者の申請につきましては、個々には連絡・通知

をいたします。 
ただし、例えば電話連絡とかそういう部分の周知については、これ全員の方が把握し

ておりませんので、これについていった方とか、いかない人とか不平等が出てくる可能
性がありますので、その辺については慎重に対応したいと思います。 

          
議長 伊藤秋雄  他にありますでしょうか。はい、８番 畠山一充君。 
 
８番 畠山一充  ８番 畠山です。６ページのところで中程より下段ですけども、教育振興大会の中で

部活動並びにスポーツ少年団の現状と課題について討議したとありますけども、将来に
向けての建設的な意見を多く頂いたということで、例えばどんな具体的にもし明確に出
来れば何点かこうお伝え願えれば、参考までに。 

 
議長 伊藤秋雄  江畠教育長。 
 
教育長 江畠廣  畠山議員さんにお答えします。教育振興大会におきましては、今、中学校の方で課題と

して捉えている、今後の部活動の在り方、その中でですねスポ小を終えてから中学校ま
での期間、これ団によってかなりかなりの大会終わる間隔、終わってからの間隔があり
ます。 

         その辺りのところをスムーズな繋ぎ合わせということで、何とかならないかというこ
とも併せまして、協議を致しております。 
少子化とそれから部活動を担当する中学校教職員の人数が、来年度は確実に３名程今

年よりは減るということで、今ある部活動の数だと先生方が一人付けない、そういう状
況を迎えることからいろんな方策を今後学校運営協議会の中で、本当の場面で出された
ものを協議しながら、来年度に繋げて行くというそういうものでございます。 
後一つは、外部指導者の確保ということで、いろんな方々からご協力を願うという点

も、今後は学校運営協議会の中で話し合いの中で出されてくるという風なことになると
思います。その程度でよろしいでしょうか。 

 
議長 伊藤秋雄  ８番 畠山一充君、これでいいですか。 
 
８番 畠山一充  はい。 
 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。はい、４番 北嶋賢子さん。 
 
４番 北嶋賢子  ４番の北嶋賢子です。バイオマスのことでちょっと聞きたいと思います。 
         日本総合研究所で８月１６日から１２月２０日まで契約したということになってます

けども、８月１６日ということでこの事業の内容をもうスタートしたということで解釈
してよろしいでしょうか。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  契約をしましたので、スタートしたということになります。 
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議長 伊藤秋雄  いいですか。他にありませんか。ないようですので、これにて町長の行政報告に対する 
すみません、９番 金一義君。どうもすみません。 

 
９番 金 一義  コロナワクチンのことでちょっとお伺いします。今朝の新聞にもありましたけども、本 

県でも１６人の感染があったと、それで１０代以下が非常に増えていますけども、本町の 
場合は例えば高校生、中学生、小学生とかというのはこれは個人の申し込みなのか、一律 
に接種されるのか、そういう考えがどうなってるのかお知らせ頂ければ有難いです。 
 それと後、先程４番の方も質問ありましたけども、バイオマスのことですけどこれは町 
長は農業、特に園芸と絡めた必要策を検討しているとありますけども、要するに基本的な 
ものはどういう作物なのか、今、総研でいろいろ出てくると思いますけども、燃料はおが 
くずかもみ殻ということで謳ってありますけども、本町の場合はこういう燃料関係のど 
ういう形の物を検討して、期間は何ケ月でその物の採用される数量、どの位の数量で確保 
されるのか、これもコンサルが全部出すのかわかりませんけども、一応な考え方のものが 
あってこういう事業を企画されたと思う訳ですよ。 
 コンサル任せではないと思いますので、そこら辺の骨子なるものが町としては持って 
おるのかどうか、そのバイオマスというのはこれからの一つの産業ですけども、そのもの 
の基本的な考え方ですね、そこら辺も町長の、新聞にもありましたけどもそういうものを 
きちっと精査されてコンサル任せなのか、町としての考え方がどうなのかを一つご説明 
頂ければ有難いです。 
 

議長 伊藤秋雄  いま９番の金さんからご質問のありましたコロナに対しての質問は、一般質問者もお 
りますのでそこを控えたいと思います。それでは町長から。 
 

町長 畠山菊夫  脱炭素ということを目的にやらなければ中々これ実施出来ない訳でございまして、一 
次産業ということでお願いはしております。 
 それで木質バイオマスを使うのか、あるいはこの辺では厄介なもみ殻を使うのか、そ 
の辺は事業者さんの方で調査して、やれるものはどういう風にやれるのか燃焼機械も含 
めまして、そういうものをどういう風な会社に委託出来るのか、そういうものも踏まえ 
てこれから調査する予定となっております。 
 

議長 伊藤秋雄  はい、９番 金さん。 
 
９番 金 一義  もう一つ追加で、そうすると体育館のところということですけれども、小学校の校舎 

の全体の面積何平米あるのかちょっとその辺、二階も使うのか一階だけの使用なのかそ 
こら辺の使用の形を、結局あれ木造校舎だと思う訳です。 
 鉄筋コンクリートじゃなく木造校舎だと思うんで、その平面の要するに木質の部分の 
形をどうするのか、これからだと思うんですけども水を使ってやる計画なのか、そこら 
辺をあの状態で改造しないでそのまま使用出来るのか、要するにバイオやるとすれば、 
熱を送るためにはいろんな配管工事が必要と思う訳ですけども、そういう形をどういう 
目算で町としては目標を持ってかかっているのか、そこら辺ちょっと概略でもいいから 
お知らせ願います。 
 

議長 伊藤秋雄  はい、畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  取り組む農産物にもよりますけども、地下水使うのか水道を使うのかハウスでやるの 
        か、そしてまた燃焼のためのボイラー、これはいま小学校の北側の教室を使用すること 

としております。 
 と言いますのは、南側の教室に関しては、南秋つくし苑さんがちょっと予定している 
まだはっきりしませんけども予定しているものがございまして、そちらに向ける可能性 
もございますので、いま空いているのは北側の教室ということでこれから調査する予定 
となっております。 
 

議長 伊藤秋雄  いいですか。はい、金さん。 
 
９番 金 一義  そうすると小学校校舎全体という訳でもないんですね。 
 
町長 畠山菊夫  そうです。 
 
９番 金 一義  そうすると北側の一階、二階の使用ということでしょうか。そこら辺は町としての発 

想ですね、それはどういう形で考えて、やることが悪いんでなくて要するにどういう構 
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想の基でこの発想が出てきたのか、それを聞くためにそこら辺お知らせ願います。 
 

町長 畠山菊夫  一階、二階使うかはわかりませんけども、出来れば一階だけで構造上の問題もござい 
ますので、一階だけでボイラー何台置くかによっても違いますし、これから経過が進む 
と思いますので、その辺はちょっと私方も見守って行きたいと思っております。 
 

議長 伊藤秋雄  他にございませんか。 
                     （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ないようですので、これにて町長の行政報告に対する質疑を終わります。 
         次に、日程第５、議案第４２号から日程第１２、議案第４９号までの８件を各常任委員 
        会に付託する関係で一括上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
                     （異議なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。 
         議事日程について配布している日程表のとおりであります。 
         提案理由の説明を求めます。畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  本日提出いたします議案及び承認の概要について、ご説明申し上げます。 
          

始めに、会議日程資料の５ページをご覧ください。 
    議案第４２号 八郎潟町手数料条例の一部を改正する条例について 
         デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、同法律中の 
        行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 
        に伴い、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行する主体として明確化 
        され、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収事務については同機構から市区町村に 
        委託することができる旨、規定されました。 
         これに伴い、個人番号カードを再発行する際の手数料を条例により規定する必要がな

くなるため、本条例を改正するものでございます。 
 
         次に、補正予算関係についてご説明申し上げます。予算書をご覧ください。 
    議案第４３号 令和３年度八郎潟町一般会計補正予算（第４号）について 
         予算書１ページ、歳入歳出に、それぞれ３，７５２万８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を４２億５，７５９万円としております。 
         ４ページ、第２表債務負担行為補正についてご説明申し上げます。現庁舎から新庁舎

への業務システム、サーバーなどの移設及び更新業務委託等につきましては、期間を令
和４年度、限度額を総額６，０１９万８千円とする債務負担行為を設定しております。 

         これは令和３年度中に新庁舎への業務システム及び機器の移設、機器の更新などに係
る業務委託契約等を締結し、その金額を移設、納品が完了する令和４年度に支払うもの
でございます。 

         主なものといたしましては、防災行政無線設備の移設、新庁舎内のネットワーク機器
の導入やセキュリティ体制の構築、議会配信に係る備品の購入及び環境構築などであり
ます。 

         それでは歳入の主なものをご説明いたします。１０・１１ページ、地方特例交付金の１
９６万２千円の追加は、交付金の額の確定によるものでございます。 

         繰入金、介護保険特別会計繰入金には令和２年度給付費などの実績による精算分とし
て２６９万８千円を追加しております。 

         １２・１３ページ、臨時財政対策債２，０１７万２千円の追加は、発行可能額の確定に
よるものでございます。 

         続きまして、歳出の主なものをご説明いたします。 
         １４・１５ページ、総務費、庁舎管理費に総額１７０万５千円を追加しております。 
         これは、庁舎内のＰＣＢ廃棄物の運搬及び処分に係るものでございます。 
         電子計算費の備品購入費９６２万５千円の追加は、職員が利用しているインターネッ

ト用端末のシステムサポート期間終了等に伴う端末入替に係るものでございます。 
         新庁舎建設事業費の負担金、補助金及び交付金に１，１４４万６千円を追加しており

ます。これは、来年度の現庁舎解体に伴い、八郎潟土地改良区が移転することから、移転
先での事務所建設等に係る費用を町が半額補助するものでございます。 

         １６・１７ページ、選挙費、衆議院議員総選挙費の委託料１０１万２千円の追加は、選
挙当日の事務及び投票結果の分析などの事務を行うシステムの導入に係るものでござい
ます。 
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         民生費、老人福祉費の繰出金に１８９万９千円を追加しております。これは、介護保険
システムの改修に伴う秋田県町村電算システム共同事業組合への負担金分を介護保険特
別会計へ繰出すものであります。 

         児童措置費に総額４１２万４千円を追加しております。これは、令和２年度に交付さ
れた国・県支出金の実績による精算分でございます。 

         ２０・２１ページ、教育費、スクールバス管理運営費として総額３４１万４千円を追加
しております。これは、１０月から運行を開始する町所有のスクールバス運行に係るも
のでございます。 

         以上が一般会計補正予算（第４号）の概要であります。 
  
    議案第４４号 令和３年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 
         ２９ページ、歳入歳出から、それぞれ２１５万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

６億３，３３７万９千円としております。 
         ３６・３７ページ、歳入は前年度繰越金から２３２万３千円を減額し、諸収入、過年度

収入に国県支出金過年度収入として１６万４千円を追加しております。 
         ３８・３９ページ、歳出につきましては、納付金額の確定により、一般被保険者医療給

付費分２０９万１千円の減額をはじめ、総額で２１５万９千円を減額しております。 
         以上が国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要であります。 
 
    議案第４５号 令和３年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 
         ４１ページ、歳入歳出に、それぞれ８万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を８，５

５５万９千円としております。 
         ４８・４９ページ、歳入は、諸収入、保険料還付金に８万９千円を追加し、５０・５１

ページ、歳出は諸支出金、保険料還付金に同額の８万９千円を追加しております。 
         以上が後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要であります。 
          
    議案第４６号 令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 
         ５３ページ、歳入歳出に、それぞれ１３２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億１

，５００万９千円としております。 
         ６０・６１ページ、歳入は前年度繰越金に１３２万円を追加しております。 
         ６２・６３ページ、歳出は、下水道費、公共下水道事業費に１３２万円を追加しており

ます。これは、新築住宅建設に係る公設桝の設置費用であります。 
         公営企業法適用化移行事業においては、システム構築について、町村電算システム共

同事業組合の共同システムを利用することから、委託料から負担金へ６４１万６千円を
組替えしたものでございます。 

         以上が公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要であります。 
 
    議案第４７号 令和３年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
         ６５ページ、歳入歳出に、それぞれ１，７３２万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を９億３，３８５万１千円としております。 
         ７２・７３ページ、歳入は、一般会計繰入金に１８９万９千円を、前年度繰越金に１，

５４２万８千円をそれぞれ追加しております。 
         ７４・７５ページ、歳出は、総務費、一般管理費に介護保険システムの改修に係る町村

電算システム共同事業組合への負担金として、１９０万円を追加しております。 
         諸支出金の償還金には、総額１，２５３万８千円を追加しております。これは、令和２

年度給付費の実績による精算分で、国・県及び社会保険診療報酬支払基金への償還金で
あります。 

         一般会計繰出金２６９万９千円につきましても、令和２年度給付費の実績による精算
分であります。 

         以上が介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要であります。 
 
    議案第４８号 令和３年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２号）について 
         ７７ページ、収益的支出に、１０８万９千円を追加し、総額を１億４，８２２万９千円

７８ページ、資本的支出に４４０万円を追加し、総額を１億３，９４７万６千円としてお
ります。 

         ８０・８１ページ、収益的支出の原水及び浄水費に浄水場設備・機械の修繕費７５万５
千円を、配水及び給水費に量水器の交換に係る費用３３万４千円を追加しております。 

         資本的支出、配水施設整備費の工事請負費には４４０万円を追加しております。これ
は、浄水場の配水流量計の更新に係るものでございます。 

         以上が上水道特別会計補正予算（第２号）の概要であります。 
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         もう一度、会議日程資料の９ページをご覧ください。 
    議案第４９号 八郎潟町過疎地域持続的発展計画の策定について 
         「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月末で期限を迎えたことにより、過疎地

域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律「過疎地域の持続的
発展の支援に関する特別措置法」が制定されたため、新たな市町村計画を策定するもの
であります。 

         よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。 
 
議長 伊藤秋雄  これより、議案に対する質疑を行います。 
         始めに、日程第５、議案第４２号 八郎潟町手数料条例の一部を改正する条例につい

ての、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                     （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ないようですので、議案第４２号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第６、議案第４３号 令和３年度八郎潟町一般会計補正予算（第４号）につ

いて、の質疑を行います。質疑ありませんか。はい、５番 石井清人君。 
 
５番 石井清人  ５番 石井です。１５ページですけども、総務費の自治振興費のところですけども委

員会違うのでちょっと聞きたいですけども、国土強靭化地域計画審議委員報酬、私素人
なりに考えると、例えば国土強靭化というのは崖崩れだとか防災なのかなという気がす
るけども、そうすると今説明聞くと分かるんだけども、これ建設とかそういう分野でな
いかなと思うけども、この強靭化審議委員の意味と趣旨これを教えてください。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、村井総務課長。 
 
総務課長 村井健一 ただ今のご質問についてお答えします。国土強靭化地域計画ということで、市町村

によっては担当課が総務課であったり、防災担当課であったりしてるところもございま
すが、本町においては総務課で担当することとして計画策定に着手することとしており
ます。内容としましては、東日本大震災の教訓を踏まえて大規模な災害事故から国民の
生命・財産を守るためのハードとソフト面の両面から災害事態を平時から備える準備を
すればといったことから、法制化されております。 

         国土強靭化基本法という法律が制定されております。地域計画は令和３年度中までに
策定しなければならないことから、本町に於いても今年度策定することとしております
。大きな意味としましては防災・減災、国土強靭の緊急対策事業債、起債の対象となりま
す。元利償還金の５０％が地方交付税で措置されることから、これら事業に対応出来る
ためにも、今回策定するものでございます。以上です。 

 
議長 伊藤秋雄  いいですか。他にありませんか。はい、２番 小柳聡君。 
 
２番 小柳 聡  ２番の小柳です。２１ページちょっと細かいことで恐縮なんですけども１８節、修学

旅行キャンセル等補助金が２４万４千円ですけども、これちょっと今日私の小学校６年
生の娘が修学旅行に行きました。 

         おそらく中学生の修学旅行ももう少し今月末だと思うんですけども、昨年は１５万円
位計上されておりましたが、それはたぶん中学生に対する支出だと思うんですけども、
今回起案する補助金というものは、行き先が変更でもこれ生じるものなのかなと、修学
旅行に行った場合はゼロで計上されるのか、ちょっとそこら辺を教えて頂きたいと思い
ます。 

 
議長 伊藤秋雄  教育課長。 
 
教育課長 齊藤嘉生 ただ今のご質問にお答えいたします。今回のキャンセル料に関しましては、中学校

の修学旅行に関してのみでございます。 
         当初、中学校では関東地区を計画しておりましたが、その後、北海道そして最終的には

県内へと変更になっております。変更になるたびにその企画料が増額することから、２
回分のキャンセルが発生して、２回分の企画料が発生したということで今回計上したも
のでございます。以上です。 

 
議長 伊藤秋雄  いいですか。はい、７番 村井昇君。 
 
７番 村井 昇  ７番 村井です。１５ページの八郎潟土地改良区事務所整備費補助金ですが、前に聞
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きましたけども、資料が.何にも無いという話でしたが、これ事務所の１，１００万程係
る、まず２，２００万程なんですけども、これあれですか設計図とか解体費用とか図面と
か、土地改良から上がってきてないものでしょうか。もし出来るとしたら見たいと思い
ますが。 

 
議長 伊藤秋雄  総務課長。 
 
総務課長 村井健一 ただ今のご質問についてお答えいたします。議会運営委員会でも同じ質問受けてお

答えしてますけども、いま予算措置の段階でございます。 
         この後、予算が承認されると補助金申請、その中には申請書類の中に当然その図面で

すとか添付資料として上がってきます。 
         一言打合せの段階にですね、土地改良区からは参考までに決定版ではないですが、だ

いたい３０坪程度の事務所を建築したいというような計画段階での図面は一部貰ったも
のは持っておりますが、それが最終的な図面ではないと認識しておりますので、今後上
がってくると思っております。以上です。 

 
議長 伊藤秋雄  いいですか。他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４３号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第７、議案第４４号 令和３年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４４号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第８、議案４５号 令和３年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予算（

第１号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４５号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第９、議案第４６号 令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
はい、４番 北嶋賢子君。 

 
４番 北嶋賢子  ４番 北嶋です。１３２万の追加となってますけども、委員会が違うのでちょっと教

えて頂きたいと思います。 
         １３２万の追加なってますけども、説明では新築工事でそして公設桝という風な説明

がありました。それでこの方は新しく町に来た人なのか、それとも今までの家を壊して
新しく建てたのかそこら辺知りたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、建設水道課長。 
 
建設水道課長 加藤恒貴 ただ今のご質問にお答えいたします。元々八郎潟町の住宅建設される付近に住

んでた方で、今回古くなって建てる計画となっております。 
 
４番 北嶋賢子  それでは今まで古い家で町に住んでいた方だということで、そうすれは私し尿処理の

方の組合議会やっているんですけれども、汲み取りだったのか今までも公共下水道に繋
いでいた人だったのか、そこら辺を知りたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  加藤建設水道課長。 
 
建設水道課長 加藤恒貴 質問にお答えします。実家があるところはすでに水洗化なってまして、その付

近に建設されることとなっております。 
 
４番 北嶋賢子  はい、分かりました。 
 
議長 伊藤秋雄  いいですか。他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４６号についての質疑を終わります。 
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         次に、日程第１０、議案第４７号 令和３年度八郎潟介護保険特別会計補正予算（第１
号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４７号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第１１、議案第４８号 令和３年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２

号）について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
         はい、４番 北嶋賢子さん。 
 
４番 北嶋賢子  これも担当委員会とちょっと違うので聞きたいと思います。修繕費に７５万５千円掛

ってます。そして先程、町長の行政報告でもありましたアオコ、今年は暑かったから凄い
アオコが出たんですよね。だからアオコの影響があってこれ７５万５千円の追加となっ
たのか聞きたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  水道課長。 
 
建設水道課長 加藤恒貴 ただ今の質問にお答えいたします。アオコの影響とかじゃなくて、機器のその

ものの更新、修繕並びに更新工事となっております。 
 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４８号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第１２、議案第４９号 八郎潟町過疎地域持続的発展計画の策定について、

質疑を行います。質疑ありませんか。はい、６番 京極さん。 
 
６番 京極幸村  １２ページの（６）計画の達成状況の評価に関する事項なんですけども、こちら年に一

回評価報告と見直しを行い、達成状況の評価は計画期間終了後の令和８年度において議
会報告しますとありますが、こちら途中の結果報告とは議会においては実施しないので
しょうか。教えてください。 

 
議長 伊藤秋雄  総務課長。 
 
総務課長 村井健一 記載のとおり途中の報告はなしとして、計画を更新する時には議会の方へ報告する

こととしています。 
 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。議案第４９号についての質疑を終わります。 
         ただ今から、各会計の決算認定の議案を上程いたしますので、渡邉代表監査委員から

出席していただきます。 
         暫時休憩いたします。 
                    （ 休  憩 ） 
                    （渡邉代表監査委員着席）   
                    （ 再  開 ）  
 
議長 伊藤秋雄  会議を再開いたします。 
         ただいまから、各会計の決算認定の議案を上程いたしまし。 
         日程第１３、認定第１号から日程第１８、認定第６号までの６議案を各常任委員会に

付託する関係上、一括上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
                    （異議なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 
         提案理由の説明を求めます。 
 
町長 畠山菊夫  始めに、会議日程資料の１０ページをご覧ください。 

各会計決算について、ご説明申し上げます。 
         常任委員会で十分ご審議されることと思いますので、ここでは主な項目についてご説

明いたします。 
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    認定第１号 令和２年度八郎潟町一般会計歳入歳出決算認定について 
      

歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。 
決算書１４４ページをご覧ください。実質収支に関する調書をご覧ください。歳入総

額が４８億３１８万８千円、歳出総額が４５億５，６６５万３千円、歳入歳出差引額は２
億４，６５３万５千円円であります。 
そのうち１，８７７万９千円が翌年度への繰越財源であり、実質収支額は２億２，７７

５万６千円となっております。 
２・３ページ、歳入の概要につきましては、町の自主財源であります町税が総額４億６

，９７１万９，１６２円で、前年度比０．２％、およそ８１万円の減額となっております
。調定額に対する収納率については、９５．２％と前年度比０．１％の増となっておりま
す。 
地方消費税交付金は、１億２，４５６万７千円で、前年度比２４．４％、およそ２，４

４１万円の増額となっております。 
主要財源の地方交付税は、１６億３，１０２万８千円で、前年度比１．５％、およそ２

，４１５万円の増額となっております。 
内訳につきましては、過疎対策事業債の元利償還金が基準財政需要額に算入されたこ

となどにより、普通交付税が前年度比４．５％、およそ６，１５５万円の増額、特別交付
税については緊急防災・減災事業単独分の減などにより前年度比１６．３％、３，７４０
万円の減額となっております。 
４・５ページ、国庫支出金は、１０億９，１８５万５，７４４円で、前年度比２２５．

４％、およそ７億５，６３１万円の増額となっております。 
これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特別定額給付金事業費

補助金の改造皆増などによるものでございます。 
県支出金は、２億３，５４０万５，６１２円で、前年度比１８．６％、およそ３，６９

０万円の増額となっております。繰越金は、２億３，９４７万９，６６１円で、前年度比
５．２％、およそ１，１７５万円の増額となっております。 
町債は、６億５，８３２万６千円で、前年度比７０，１％およそ２億７，１３１万円の

増額となっております。 
主な内訳につきましては、４４・４５ページをご覧ください。農林水産業債については

、基幹水利施設ストックマネジメント事業、高岳地区ほ場整備事業に過疎対策事業債、公
共事業等債を合わせ４，１９６万７千円を、４６・４７ページ、教育債では学校給食費助
成事業などに過疎対策事業債３，４００万円をそれぞれ借り入れしております。 
総務債では、市町村役場機能緊急保全事業に公共施設等適正管理推進事業債２億９，

４３０万円を、県貸付金では、既発債の借換財源として１億９，６９０万円を借り入れし
ております。 

 
次の歳出の概要につきましては、別紙の性質別歳出の状況をご覧ください。 
義務的経費であります人件費、扶助費、公債費は総額で１７億２１２万４千円と、前年

度比３９．１％、４億７，８７４万２千円円の増額となっております。 
これは、既発債の借換及び繰上償還を行ったことにより、公債費が７億５，５８０万９

千円と前年度比１１５．６％、４億５３０万円の増額となったことなどが影響したもの
であります。 
投資的経費であります普通建設事業費は、７億７，４４８万５千円となっており、新庁

舎建設事業の本体工事開始による増、公営住宅整備事業の外構工事の終了及び整備戸数
の半減による事業費の減、中学校校舎改修事業の終了による皆減などにより、前年度比
２．１％、１，６８８万２千円の減額となっております。 

         物件費、補助費等、積立金、貸付金、繰出金などのその他の経費につきましては、総額
で２０億７，９４８万４千円となっており、前年度比３６．６％、５億５，６８２万９千
円の増額となっております。そのうち補助費等については、新型コロナウイルス感染症
対応に係る特別定額給付金給付事業、地域商品券交付事業、中小企業事業継続支援金交
付事業などの皆増により前年度比１３９．７％、６億９，０４６万８千円の増額となって
おります。 

 
         次に実施事業の概要についてご説明申し上げます。 
         まず、新型コロナウイルス感染症対応関係事業としては、特別定額給付金給付事業、地

域商品券交付事業、中小企業事業継続支援金交付事業、学生生活支援臨時交付金事業な
どを実施しております。 
新庁舎建設事業につきましては、昨年１０月から本体工事に着手し、令和４年５月の

新庁舎開庁に向け準備を進めているところでございます。 
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         継続事業の公営住宅整備事業については、１棟２戸建ての住宅２棟を整備しており、
社会資本整備総合交付金事業では、町道の道路改良事業など社会資本整備に取り組んで
おります。 

         消防関係では、老朽化している防災行政無線の中嶋地区屋外子局について改良工事を
実施し、防災力の向上を図っております。 

         教育関係では、学校教育におけるパソコン端末等の整備、スクールバスの購入、農村環
境改善センター空調設備更新事業などを実施しております。 

         これら決算数値による各項目の比率等については、経常収支比率が８８．５％と前年
度比５．６％の減であり、公債費率は前年度と同じく８．５％となっております。 

         また、一般会計のほか特別会計などの公債費を含めた地方債の返還金の大きさを、町
の財政規模に対する割合で表している実質公債比率は１１．８％で、前年度比０．９％の
増となっております。 

         以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 
    認定第２号 令和２年度八郎潟町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 
          

歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。 
         １７８ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。歳入総額が８億１，２６９万２

千円、歳出総額が６億３，３４７万１千円、実質収支額は１億７，９２２万１千円となっ
ております。 

         １４６・１４７ページ、歳入の概要については、国民健康保険税が１億８９９万７３６
円で、前年度比２．５％、およそ２８３万円の減額となっております。調定額に対する収
納率につきましては、８５．６％と前年度比１．５％の増となっております。 

         県支出金につきましては、歳出に見合った額が収入されており、一般会計からの繰入
金である他会計繰入金は、前年度比２．０％、およそ９５万円減額の４，６９９万３，６
４９円となっております。 

         次に、歳出の概要ですが、１４８・１４９ページ、保険給付費では、療養諸費が４億４
６８万５，９７５円で、前年度比で４．０％、およそ１，５７４万円増加し、保険給付費
の総額でも前年度比４．２％、およそ１，８４４万円増額の４億６，２４０万２，１２７
円となっております。 

         また、国民健康保険事業費納付金については、総額で１億５，３１９万１，０２５円を
支出しております。 

         以上が国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
 
    認定第３号 令和２年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
          

歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。 
         １９４ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。歳入総額が８，５９７万５千円

、歳出総額が８，５８６万１千円、実質収支額は１１万４千円となっております。 
         歳入の概要については、１８０・１８１ページ、後期高齢者医療保険料が５，７８２万

２千円で、前年度比１１．８％、およそ６１２万円の増額となっております。 
         調定額に対する収納率は、９９．９％と前年度比０．５％の増となっております。 
         また、一般会計繰入金は、２，７６４万４，８２３円で、前年度比９．５％、およそ２

４１万円の増額となっております。 
         次に、歳出の概要ですが、１８２・１８３ページ、総務費が２８４万１８７４円、後期

高齢者医療広域連合納付金が８，２８８万３，０４９円で、前年度比１１．１％、およそ
８２９万円の増額となっております。 

         以上が後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
 
    認定第４号 令和２年度八郎潟町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
          

歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。 
         ２１０ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。歳入総額が３億１，６１７万９

千円、歳出総額が３億５９９万８千円、歳入歳出差引額は１，０１８万１千円であります
。 

         そのうち２万円が翌年度への繰越財源であり、実質収支額は１，０１６万１千円とな
っております。 

         歳入の概要につきましては、１９６・１９７ページ、使用料は、８，０４１万８，９９
１円で前年度比２．５％、およそ１９６万円の増額となっております。調定額に対する収
納率については、９３．５％で前年度比０．５％の増となっております。 
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         一般会計からの繰入金は、１億５，２３８万８千円で、前年度比６．０％、およそ８６
１万円の増額となっております。 

         町債では、公営企業会計適用債、秋田湾・雄物川流域下水道事業債及び建設利息償還債
として、総額７，９５２万８千円を借り入れしております。 
 次に、歳出の概要ですが、２０５・２０７ページ、県が事業主体となっている秋田湾・
雄物川流域下水道事業では４５０万１千円を、下水道維持管理費では、総額で７，６８４
万３，０５３円を、２０８・２０９ページ、公債費では、総額で２億２，２６６万８，１
４５円をそれぞれ支出しております。 
 以上が公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
 

    認定第５号 令和２年度八郎潟町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
          

歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。 
         はじめに保険事業勘定についてですが、２５４ページ、実質収支に関する調書をご覧

ください。 
         歳入総額が９億６，４７７万１千円、歳出総額が９億３，４６６万６千円、実質収支額

は３，０１０万５千円となっております。 
         歳入の概要については、２１２・２１３ページ、介護保険料は、１億６，９７９７万２

０円で、前年度比１．８％、およそ３１８万円の減額となっております。調定額に対する
収納率は、９８．７％で前年度比０，２％の増となっております。 

         また、国庫支出金や支払基金交付金などにつきましては、歳出に見合った額が収入さ
れており、一般会計繰入金は、１億４，６１５万４千円で、前年度比８．６％、およそ１
，１５８万円の増額となっております。 

         歳出の概要については、２１４・・２１５ページ、総務費は、総額で１，６２９万８，
３３０円を、保険給付費では、介護サービス等諸費の７億５，９４６万１，０３０円をは
じめ総額で８億６，００２万２，７３３円を、地域支援事業費では総額で４，２８０万６
，３４４円をそれぞれ支出しております。 

         次に、介護サービス事業勘定についてですが、２６４ページ、実質収支に関する調書を
ご覧ください。歳入歳出総額ともに４６３万２千円となっております。 

         ２５６・２５７ページ、歳入は、介護予防給付費収入が４２７万８，６７０繰越金が３
５万３，８２０円、２５８・２５９ページ、歳出は、保険事業勘定への繰出金が４６３万
２，４９０円となっております。 

         以上が介護保険特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
 
    認定第６号 令和２年度八郎潟町上水道特別会計決算認定について 
 
         決算の概要をご説明申し上げます。 
         ２７２ページ、損益計算書をご覧ください。令和２年度の当年度純利益は、前年度比お

よそ９３万円減額の６５４万２，５２５円で、当年度未処理分利益剰余金は、１億３，２
７２万８，７７８円となっております。 

         ２７９ページ、収益費用明細書の収入の部、水道事業収益では、給水収益が１億４，４
２２万４，６３０円と、前年度比２．０％、およそ２７８万円の増額となっております。 

         ２８０ページ、支出の部の水道事業費用総額は、１億５，０４３万２，８０６円となっ
ており、そのうち営業費用が１億４，４４８万４，７２８円と、前年度比７．２％、およ
そ９７３万円の増額となっております。 

         ２８１ページ、営業外費用では企業債利息が５７９万９，１８８円と、前年度比９．５
％、およそ６１万円の減額となっております。 

         ２８２ページ、資本的費用明細書の収入の部は、総額６，９６９万９，７００円となっ
ております。そのうち企業債の４，０６０万円、一般会計出資金９１７万３千円、国庫補
助金１，８３４万６千円については、水道管路緊急改善事業送水管布設替に係るもので
ございます。 

         支出の部の資本的支出としては、収入の部でもご説明いたしました主に送水管布設替
事業分として配水施設整備費に総額７，９０５万１，５００円を、企業債償還金では、２
，７３３万９，８５１円を支出しており、総額で１億９０３万２，２５３円となっており
ます。 

         なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、２７０ページの下段に記
載のとおり、消費税及び地方消費税などで補てんしております。 

         以上が、上水道特別会計決算の概要であります。 
          

令和２年度各会計決算の概要をご説明申し上げました。よろしくご審議のうえ、認定
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いただきますようお願い申し上げます。 
 
議長 伊藤秋雄  次に、代表監査委員による監査の報告を求めます。はい、渡邉代表監査委員。 
 
代表監査委員 渡邉 優 （ 監査委員の意見書により監査報告の説明 ） 
 
議長 伊藤秋雄  それではここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 
                    （ 休  憩 ） 
                    （ 再  開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  それでは午前中に引き続き、再開いたします。 
         これより、議案に対する質疑を行います。 
         始めに、日程第１３、認定第１号 令和２年度八郎潟町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、質疑を行います。質疑ありませんか。はい、５番 石井清人君 
 
５番 石井清人  ５番 石井です。決算書２０ページの土木使用料の住宅使用料なんですけども、これ

多分総務産業委員会で全部話し合われていると思うけども、私、委員会違うのでちょっ
と参考までに聞きたいのだけれども、町営住宅に入るには申請をして書類を出して、そ
れから役場で許可を出して入居するんだけども、そうした場合やっぱり入って住宅使う
のだから、使った分のお金を払うというのはこれは当然のことで、やっぱり貸し借りに
対してお金を払うということは、人として真偽、信用というか行うためには当然のこと
だと思うんだけども、そこで未納が出てるんですね。 

         監査委員さんの報告では現年度は１３万９千円、累積では３５２万６千円なんだけど
も、そこで二つ程聞きたいけども、このお願いして入って家賃払いますよと今入ってる
んだけども、滞納があれば明渡しを命じることが出来るんだけども、そういう厳しいと
ころまではやってないのかなって、一つの手段だと思うんだけどもなそういうこと。 
それから二つ目なんだけども、前に何月議会であったかな、何だかの条例で保証人を

付けるという条例あったけども、保証人という効果がどの位あるのかなと思って、今回
この町営住宅についても連帯保証人付けてるんですね、そうすれば本人が払わないとな
れば、連帯保証人に掛け合って納めてください、ということも出来るはずなんだけども、
連帯保証人に行って掛け合っているのかどうか、そこ辺りの二つのところがちょっと疑
問なので、どういう対処しているのか教えてください。 
分からなければ後でもいい。 

 
議長 伊藤秋雄  加藤建設課長。 
 
建設課長 加藤恒貴 ただ今のご質問にお答えいたします。まず始めに、一問目の滞納に関する明渡し請

求の件ですが、現時点ではまだそこまではいっておりません。 
         ただ、所定の手続きによりまして催告等行いまして、個別に電話相談受けたり、誓約書

を書かせたりしての対応となってます。 
         二つ目の連帯保証人についてですが、ちょっとその辺詳しい内容実際筆跡調べまして

後でご報告いたします。 
 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。２番 小柳聡君。 
 
２番 小柳 聡  ７３ページの医療給付費の扶助費のところで、国保とか移動している中でこの福祉医

療費とか若干減額の方にいってるんですが、この要因というものをちょっとお聞きした
いなと思います。福祉医療費の。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、加藤保健課長。 
 
保健課長 加藤宏 県補助分、町補助分の内容を知りたいということでよろしいでしょうか。 
 
２番 小柳 聡  内容？はい。 
 
保健課長 加藤宏 県補助分というのは福祉医療費自己負担分に係る支払いの、補助負担の半額分が県か

らの補助によって賄われております。 
         その下の町単独分というのは、県の基準であります中学生までとなっておりまして、

高校生以上とかは町単独で補助しております。その減額になった理由ですが、医療機関
に罹るのを控えたということが考えられると思います。 
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         後は対象者が多少なりとも減少しているということだと思います。 
 
議長 伊藤秋雄  いいですか。他にありませんか。２番 小柳聡君。 
 
２番 小柳 聡  １３３ページのえきまえ交流館費のところの施設清掃業務委託料、これちょっと私委

員会違うのであれなんですけども、大体清掃に月２２万掛っている計算になるんですけ
ども、まずこれだとこの中でも減っているのが現状でございまして、考え方としてこの
清掃業務委託料の委託内容をちょっと減額の方に考えていく方向性というものを検討し
ていただけないかなというところをちょっとお伺いします。 

 
議長 伊藤秋雄  齊藤教育課長。 
 
教育課長 齊藤嘉生 ただ今のご質問にお答えしますけども、減額ということは考えておりません。年間

契約でございますので、減額ということは考えておりませんが、この後もしコロナの関
係で利用人数が減る、閉館になるといった場合には業者さんとの協議が必要になってく
るのかなとは考えます。以上です。 

 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第１号について質疑を終わります。 
         次に、日程第１４、認定第２号 令和２年度八郎潟町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第２号について質疑を終わります。 
         次に、日程第１５、認定第３号 令和２年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第３号について質疑を終わります。 
         次に、日程第１６、認定第４号 令和２年度八郎潟町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第４号について質疑を終わります。 
         次に、日程第１７、認定第５号 令和２年度八郎潟町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第５号について質疑を終わります。 
         次に、日程第１８、認定第６号 令和２年度八郎潟町上水道特別会計決算認定につい

て、質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。認定第６号について質疑を終わります。 
         これにて、認定議案に対する質疑を終わります。 
         ここで、渡邉代表監査委員より退席していただきます。ご苦労様でした。 
         暫時休憩いたします。 
                    （ 休  憩 ） 
                    （渡邉代表監査委員退席） 
                    （ 再  開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  会議を再開いたします。 
         次に、日程第１９、報告第３号 令和２年度八郎潟町一般会計等財政健全化審査及び

令和２年度八郎潟町水道事業会計経営審査について、を上程いたします。 
         提案者の報告を求めます。畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  会議日程資料の１６ページをご覧ください。 
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報告第３号 令和２年度八郎潟町一般会計等財政健全化審査及び令２元年度八郎潟町水道事業会
計経営審査について 

     財政健全化法第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、別添の「令和２年度八
郎潟町財政健全化及び経営健全化審査意見書」を付けて、健全化判断比率及び資金不足
比率を議会へ報告いたします。 

 
議長 伊藤秋雄  報告第３号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。報告第３号についての質疑を終わります。 
         次に、日程第２０、陳情について、を上程いたします。 
         お手元に配布しております陳情は、２件であります。 
         提出された議案等並びに陳情について、皆様に配布いたしました、議案等付託表及び

陳情文書表に記載のとおり、所管の常任委員会に付託することに、ご異議ございません
か。 

                    （異議なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認め、各常任委員会に付託することといたします。 
         事務局長から、委員会室を報告させます。 
 
事務局長 相澤重則 第１委員会室で、教育民生常任委員会、第２委員会室で、総務産業常任委員会を開催

していただきます。 
 
議長 伊藤秋雄  これより、各常任委員会を開いていただきます。 
         明日は午前１０時より本会議を開きます。 
         本日の会議はこれをもって散会いたします。 

ご苦労様でした。 
                                 

（ 閉会 午後 １時４４分 ） 
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令和３年八郎潟町議会９月定例会 会議録 
 

 第２日目 令和３年９月１０日（金）   
 

議長 伊藤秋雄  おはようございます。 
         ただいまの出席議員は１２名であります。 
         定足数に達しておりますので、八郎潟町議会９月定例会は成立いたしました。 
         これより、本日の会議を開きます。答弁のため出席を求めた者、町長、副町長、教育長 
        各課課長、会計管理者であります。 
         日程第１、これより、一般質問を行います。最初に４番 北嶋賢子さんの一般質問を行

います。４番 北嶋賢子さん。                         
             

４番 北嶋賢子  議席番号４番 日本共産党の北嶋賢子です。大きく二項目の通告をさせて頂きました
。心に鑑みて子供たちをコロナの第５波から守るためと思って、コロナを主にさせてい
ただきました。 

         大きな一番としてコロナ感染症対策として、町民をコロナの第５波から守るために、
コロナ感染症対策として、十分な手当があるかどうかということで質問させていただき
ます。コロナ感染症は秋田県でも毎日のように更新し、８月２４日には５０人と日々深
刻さを増しております。 

         ９月に入ってからはいくらか少なくなってきておりますけども、湖東地域唯一の湖東 
厚生病院にコロナ専用ベッドはあるのでしょうか。 

         病院と地域の連携は更なる感染拡大に備えて湖東病院を中軸に体制の強化を、またコ
ロナによる失業者や生活困窮者、経営の継続困難に陥った事業者もいます。 

         需要低下による米価の暴落も予想されています。八方塞がりの状態にコロナ対策に係
る財源不足を国、県に求めてはと思いますが、と言うことで大きな一にしました。 

         一のイとしては教育長さんの方に、子どもたちをコロナから守るために、今、子どもた
ちに家庭内感染も加えてすごく子どもたちがコロナに罹っております。 

         家族感染が子どもたちに拡大する可能性があることから、予防の徹底と感染拡大に備
えて、学校でも簡易キッドや検査の活用やＰＣＲ検査が出来ないかどうかお尋ねをした
いと思います。 

         これは私には四人の孫がいるんですけども、四人とも十代です。そしてニュースを見
ていると子どもたちのニュースばっかり入ってくるもんですから、若者の感染ニュース
が入ってくるものですから、町としては学校としてはどのような対策とっているのか、
ということで代打にしてみました。 

         最後の二ですけども高岳山の砂防ダム工事の再開について、再開にまずホットしてい
ます。もう後これで終わりかなと思ってたので始まってホットしています。 

         工期が９月３０日までとなっていますが、今工事中の土地改良整備との水の流れの関
連は、どのようになるのか、完成図を知りたいと思います。 

         数年前の議会で現地を見るということで申し出たところ、まだ未完成だからというこ
とで実現出来ませんでした。 

         お盆前だったので浦城の駐車場に車を置いて、墓地の掃除に行きました。早朝でした
ので皆さんはまだ作業前でした。 

         カマとホウキとバケツを持った私に、「婆さん何しに来た」と荒い口調で言われました 
         村人と知り、しばし話をしました。我が家の墓地は先祖の墓じまいをしてもらって、た

かおか霊園に移設をしましたが、親戚の放置された墓地が残っているものですから、私
が動けるうちはと思ってやっています。 

         巨大な重機と大きなトラック、そして大きなＵ字こうが積まれてました。お寺からの
細い道をよくこんな大きなものが登って来るなと思って、やあ凄いな、やっぱりプロだ
なと思いました。 

         邪魔になってはいけないと思って、よかったよかったと思いながらそそくさと降りて
きました。この高岳山の砂防ダムですけども、町で出したハザードマップこれには浦大
町が何処から崩れてきても、浦大町が全部かかってしまうんです。 

         ですからこれはやっぱりやらなければならないべなと、凄く心配してました。今回工
事が始まったので、本当にこれは良かったなと思っています。早期に実現してほしいと
思ってます。よろしくお願いします。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  北嶋議員のご質問にお答えいたします。 
         始めに、コロナ感染症対策専用ベッドの有無についてですが、現在、秋田県内でのコロ
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ナ感染者、コロナ患者、受入れ病院並びに病床数は公表されておりませんので、答弁は差
し控えさせていただきたいと思います。 

         病院と地域の連携ですが、湖東厚生病院では八郎潟町、五城目町、井川町のコロナワク
チン個別接種を、３町での接種希望者数を調整しながら実施しております。 

         県内の厚生病院での接種対応は、湖東厚生病院だけであり心から感謝をしております
 また、新型コロナウイルス感染症の影響による事業者並びに町民生活支援対策として
は、これまでに感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、中小企業事業継続支援金交
付事業や、地域商品券交付事業等の対策を重ねて参りましたが、更に８月２０日付けで
経済活動に影響を受ける事業者への支援金として、新たに６１８万９千円が交付され、
現在、その支援事業については検討中でございます。 

         次に、高岳砂防ダムについては最初のダムが平成２７年度に設置され、その後、今年の
工事再開まで５年間要しております。町ではこの間、毎年事業の早期再開を要望して参
りましたが、ようやく予算化され令和３年９月３０日で竣工の予定となっております。 

         この工事は土砂災害を防ぐための工事であり、高岳地区土地改良整備事業との関連は
ございません。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、教育長。 
 
教育長 江畠廣  北嶋議員の二つ目のこどもたちをコロナから守るために、というご質問にお答えしま

す。 
         町では夏休み中に１２歳以上の６年生と中学生に対し、希望する保護者の同意を得て 
        すでに７０％の生徒がワクチン接種を終えております。 
         また、教職員に対しても優先接種として、休み中に大半教職員が接種を終えておりま

す。県教育庁保健体育課から小学校及び中学校における抗原簡易キッドが、本町に１セ
ット１０回分を２セット無償配布されます。 

         保管・使用に当たっては、一定の条件が必要となります。このキッドの詳細や検査実施
体制、検査実施後の対応については、文科省から示されている活用の手引きによる方法
で、細心の注意を払いながら実施することになります。 

         現在、小中学生には風邪の症状がある場合には、登校せずに自宅で休養することを徹
底しております。登校後に体調の変化を来した場合は、保護者に連絡の上、速やかに帰宅
させ、医療機関を受診するよう促すことが原則です。 

         手引きによると、児童生徒へのキッドの使用にあたっては保護者と十分な連絡を取り
、本人及び保護者の同意を得て直ちに医療機関を受診できない場合などにおける補完的
な対応として、４年生以上の児童生徒を対象に実施可能となっております。 

         児童生徒や保護者の同意をもとに、校長の判断で検査を実施することになります。 
         普段医療従事者は学校には在籍しておりませんので、使用についてはキッド活用の研

修を終えた教職員が立ち合いのもとで行われます。以上です。 
 
４番 北嶋賢子  ご答弁有難うございました。コロナのことは議員の皆さんも当局の方も今の世情のこ

とですので、おそらく私以上に皆さん分かってると思います。 
         湖東病院のことなんですけども、私ちょっとここのところ体調を壊して救急車の世話

になって、一週間程入院してきました。 
         その時に思ったのは湖東地域に湖東病院があるものを中心にこれやったら、もっと対

策として進むんじゃないかなと思ったんですけれども、今、町長の説明で納得でござい
ます。 

         そして高岳山の砂防ダム、今町長５年間と言いましたけども、本当にもう投げられた
かなと思いました。いつまでたってもこのままだし、これは困ったなと思ったけれども
でも工事をしている人達と話をして、これ早く実現してほしいなと思いました。 

         ５０年に一度、１００年に一度と今言えないものだから、雨が降れば大雨になるので
その度に心配しておりました。うちが一番低いところにあるものだから、雨が降ると祖
父も父親もそれこそ褌一丁さ螻蛄着て、土嚢積を付けました。 

         そのころから子どものころからその姿を見てきてるものだから、だから改良に改良を
重ねて今のような状態になっているんだけれども、やっぱりこの後ハザードマップにも
出るくらいだから対策として、出来れば安心したいと思います。 

         子どもたちのことなんですけれども、孫が４人いて下が小学校４年生、次が中学校３
年で今年受験です。そして高専の２年と高専の４年と４人いますけれども、高専の４年
生の子どもが横浜で今回研修があるって言うんで、でも関東地区なもんだからストップ
がかかりました。関東地区に行けないからということで、岩手になったどって言うから
岩手からもストップがかかって、そして結局は秋田市になって家から通える範囲内なん
だけども、缶詰状態になってそして研修終わっってからもホテル住まいをして、このよ
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うにもう完全に防止のために徹底してます。 
         今、町長からの答弁と学校の方でもちゃんとした対策を取ってるみたいなので、一応

一安心しました。皆さん分かってることなんだけれども、一応今の世情を考えてコロナ
の質問をさせて頂きました。どうも有難うございます。終わります。 

 
議長 伊藤秋雄  これにて、４番 北嶋賢子さんの一般質問を終わります。 
         次に、１番 加藤千代美君の一般質問を行います。１番 加藤千代美君。 
 
１番 加藤千代美 １番 加藤です。私の方からは職員研修についてご質問したいと思います。 
         これについては、私は以前に質問しておりましたけども、先月の議会に金議員に応え

た内容と大体同じような答弁であったんですが、視点を変えてちょっと質問してみたい
と思います。 

         先の６月定例議会において、同僚議員の金議員が職員に地域づくり研修と参加を、と
言うことで、これからの自治体は自らの創意と工夫によって個性豊かな町づくりを進め
なければいけないと言われ、１０年後には自治体の取り組みいかんによっては自治体間
に相当の格差が付くだろうと言われております。 

         更に町づくり活性化のためにも、若手の職員を町づくりの各視察研修に派遣すること
を提案すると、こういう質問をなさっております。 

         これに対して町長は、町村会が主催する各階層別自治研修や自治研修所が主催する能
力開発研修、市町村中央研修所が主催する市町村アカデミー研修に参加していると、こ
う言う答弁をしております。その他に、民間企業に依頼して実施する職員接遇研修や先
進地等への県外研修の予算を計上しておりますと答弁しております。 

         私は研修とは、地方自治法第１条にある地方公共団体における民主的にして能率的な
行政の確保を図ると共に、地方公共団体の健全な発達を補償することが目的であると思
っております。 

         また、地方公務員法第３９条第１項で職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため
に、研修を受ける機会が与えられなければいけないとされております。第２項では前項
の研修は任命権者が行うものとする、ということになっております。 

         第３項では、地方公共団体は研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、そ
の他研修に関する基本的な方針を定めるものとする、となっております。 

         この法律の主旨にのっとって、今まで研修を行ってきたと思うが、町長が答弁してい
る各々の研修機関では、どんな内容で研修を受けてきたのか、その内容を受けた研修生
の資料を提示して貰いたいと思います。 

         また、市町村アカデミー研修所と東北自治研修所がある訳なんですが、この二つの機
関の研修内容がどのように異なっているのかも教えて貰いたいと思います。地方公務員
法３９条に規定しているその研修先に関する基本的な方針を定めた研修に、どんなもの
があったか、この三つの観点についてお答え願いたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  加藤議員のご質問にお答えします。各研修の内容についてですが、各階層別職員研修

は、新規採用職員・３年目職員・主任級・係長級・課長補佐級の各階層別に求められる市
町村職員としての必要な知識・技能を修得する研修であり、能力開発研修は、行政の様々
な課題に対応する能力の向上を図るため、職員自らが知識・技能を修得する研修でござ
います。 

         また、市町村アカデミー研修と市町村行政の諸課題に対応できる人材の育成を目指し
ており、先進的な政策の情報や専門的な知識・スキルが修得できる研修でございます。 

         市町村アカデミー研修と東北自治研修との相違点とのご質問でございますけども、市
町村アカデミーは、研修科目が専門実務課程の研修でありますが、東北自治研修への職
員派遣は、行っておりません。 

         その他研修についてですが、地方公務員法第３９条第３項は、地方公共団体は研修の
目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、その他研修に関する基本的な方針を定
めるものとする、とあり研修の目標、計画のほか、研修に関する基本的方針を定めると規
定されており、議員言われるその他の研修について提起したものではないと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  １番 加藤千代美君。 
 
１番 加藤千代美 まず最初の課題ですが、その他の研修を受けてきた内容の中で、これは職改正に基づ

いて行っていると、その職改正というのは新規採用・３年目研修・それから課長補佐研修 
        そういう研修に基づいて行っていると、その研修の例えば３年目研修・新規採用者研修



            
 
 

 - 18 - 

の内容というのは、一体どういうものなんですか。 
 
議長 伊藤秋雄  総務課長。 
 
総務課長 村井健一 今申しました階層別研修の内容というのは、初任者研修であればこれから行政に携

わる職員としての基本的な内容、３年目となった時はある程度経過した段階でその町民
対応ですとか、その階層別によって段々とスキルが上がって行ってるような内容となっ
ております。以上です。 

 
１番 加藤千代美 まあ新任者研修、３年目研修それからその階層に応じた研修を行っている訳なんです

が、特に新規採用者研修というのは非常に公務員となるための重要な課題を占めている
と思うんですよ。 

         そしてそれに基づいて、３年間でどういう経過を得てどういう具合に進歩して来たか
そういう過程を見る研修であると思うんですが、町においてはその研修内容が十分に生
かされていますか。 

 
総務課長 村井健一 質問にお答えしますが、いずれ研修を受講してそれぞれまるっきり無かった知識、

特に初任者研修につきましては、新規採用職員につきましては、まったく学生から始め
て社会に出る職員もございます。 

         そういう意味では、研修は十分その職員にとって成果のある研修だと認識しておりま
す。 

 
１番 加藤千代美 じゃあ二つ目の質問、市町村アカデミー研修と東北自治研修所について、お伺いした

いんですが、これはいずれも市町村が出資する財団法人ですね。 
         市町村アカデミーの場合は、全国の市町村が出資しているし、東北自治研修所は東北

６県の市町村が出資してると認識しているけども、それについて間違いないですか。 
 
総務課長 村井健一 市町村アカデミー及び東北自治研修所、後は秋田の自治研修所いずれについても、

町・県なりが出資して作られた機関だと思っております。 
 
１番 加藤千代美 前のところとちょっと噛み合うんですが、新規採用の職員と３年目研修、総務課長が

県の自治研修所の名前も挙げましたけども、この人方の研修は何処で行っているんです
か。 

 
総務課長 村井健一 初任者研修、３年目研修その他主任者研修も含めまして、階層別研修につきまして

は、本町の場合は秋田県の自治研修所です。 
 
１番 加藤千代美 秋田県の自治研修所でやっているということなんですが、じゃあアカデミー研修には

その分野では職員は派遣していないということですか。 
 
総務課長 村井健一 アカデミー研修は町長の答弁にもありましたが、その階層別研修はございません。

専門的な分野に分かれた研修内容が、年度当初示されております。 
         例えば、税務関係の研修ですとか、色んな分野別にも研修項目が分かれておりますの

で、それについては新規とか３年目研修とかということではございません。 
         ただ本町の場合、今年と去年についてはコロナの関係で派遣しておりませんが、毎年

何人かの研修生を派遣しております。 
 
１番 加藤千代美 私が今まで質問してきたときに、前の答弁で市町村アカデミー研修にも行っていると

そういう答弁であった訳ですが、私はその時点でこれは市町村アカデミーにおいても、
新規・３年目研修それから専門分野の研修、そういうものが行われたと理解してたんで
すよ。 

         今、答弁聞いて分かりましたけどもそこでもう一つ、二つ目の質問に関連するんです
が、市町村アカデミー研修においては専門分野、その所管に応じた専門分野の研修が市
であると、こう言う答弁でしたね。 

         私インターネットで東北自治研修所の内容を見ました。東北自治研修所の内容も専門
分野なんですね、専門分野でその地域が抱えてる難題を皆んなで何と言いますかデスカ
ッションすると、そこで何かの方策を見つけると、そういう研修が主なんですが市町村
アカデミーは、そういう研修ではなくて一方通行の研修なんですか。 

         例えば、講義をしてただそれを受講してやるとそういう研修ですか。そして付け加え
るとその教えられたものに対しての点数、そういうものは付けられるんですか。そうい
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う報告書は来てるんですか。 
 
総務課長 村井健一 市町村アカデミー研修所において受講される研修につきましても、私自身２０数年

前に参加したことあるんですが、議員言われるような一方的な研修内容ではございませ
ん。さっき言ったような形で諸課題に対する色んなことについては、全国から集まる同
じ職種の職員とデスカッションしながら、そういった研修を研修の内容にもよりますけ
ども、１０日から１４日と長期に渡る研修を受講して、かなりこう実のある研修だと思
っております。 

 
１番 加藤千代美 そうすると当然そういうものについては、義務形式の論文方式だと思うんですが、そ

れに対する報告書というのは出されたものなんですか。 
 
総務課長 村井健一 アカデミー研修につきましては、最後研修を終える時に学長に対してこの受講した

内容について、論文を書いてそれで受領書をもらう決まりになっております。 
         それを持って来て当然他の階層別研修、県内の研修においても何でもそうですけども

、職員はそれに対する研修に参加した復命書を、町長に対して必ず復命しております。 
 
１番 加藤千代美 私この何回も言いますけども、東北自治研修所ではそのテーマごとに論文を公開して

るんですねインターネットで、私達はそれを見ることが出来るんですけども、アカデミ
ー研修では私見れないせいか分かりませんけど出てこないですよ。 

         その作った人の名前が具体的にあって、何についてどういう研究してきたかというも
のが赤裸々に出てきます。各市町村で行かなかった市町村の人方もそれを見ることによ
って、大きな参考になると思うんですよ。 

         もし、片方の研修所でそういうものを出してるんで、仮にそういうものがあるとする
ならば公開した方がいいんじゃないですか。それについてはどうですか。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  東北自治研修これに参加した方が良いというご質問ですか。そういう質問あれば私方

も調べておきますが、これ例えば二ケ月位係る研修であれば、なかなか職員派遣それも
難しい状態です。ですから研修期間というのはお分かりでしょうか。逆にご質問します
けども。 

 
１番 加藤千代美 東北自治研修所は確か二カ月なはずです。自治大学は三カ月、市町村の研修所でやっ

ているのは、おそらく三日か一週間じゃないですか。今どうなってるか分からないけど
も、私が何故こういうことを質問をしたかと言うと、東北自治研修所というのは東北の
各市町村が出資して身近なところで研修をやっているという利点がある訳ですよ、中身
はもっと細部に亘って慎重に細かくレポート提出とか、そういうものがいっぱいある訳
ですよ。 

         それでどれが良いかどれが悪いかということではなくて、私はこういう二つの研修施
設があるけども、この内容についてこうですよとそういう取捨選択するのは、派遣する
市町村長にある、と法律に書いてある通りなんですけども、その観点に対して聞いてる
んです。 

 
議長 伊藤秋雄  ちょっと暫時休憩します。 
                      （ 休 憩 ） 
                      （ 再 開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  再開いたします。村井総務課長。 
 
総務課長 村井健一 今、議員東北自治研修所の方がレポートを公開しているとかって言う話ですけども

市町村アカデミーについても冊子ございます。その中で色々論文的なところとか、感想
ですとか公表はされております。 

         東北自治研修所の研修につきましては、市町村職員の海外研修とアカデミー研修と国
際文化研究所の研修につきましては、県の振興協会が実施しております助成金事業の対
象研修となってます。 

         東北自治研修所の研修は対象となっておりません。そういった観点から同じような内
容であれば、市町村アカデミーとか広く全国から集まる研修生と一緒にやった方が実に
もなるし、定期的にも助成金がありますのでそういった意味で、市町村アカデミーを選
択しております。以上です。 
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１番 加藤千代美 はい分かりました。第３９条に規定するその他研修について聞きますけども、このそ

の他研修というのは市町村が目的を定めて研修する、とさっき町村長が言いましたけど
も、正にその通りなんですがこれは単にその市町村アカデミー研修とか新規とか３年目
研修とかとは別に、これは市町村で独自に研修を定めて職員を研修させる、そういうシ
ステムでもあると思うんですけども、それについてはどうですか。 

 
総務課長 村井健一 第３９条のその他研修というのは、まずは議員言われる研修を自治体が企画すると

かではなくて、職員の研修の目標ですとか研修計画あるいはこれら他の研修に関する色
んなことを定める、という規定だと解釈しております。 

 
１番 加藤千代美 冒頭で町長は町づくりの視察研修に職員を派遣するということをおっしゃってました

よね。その町づくり視察研修に職員を派遣するという内容は、このその他研修に入るん
じゃないですか。違いますか。 

 
総務課長 村井健一 その他研修では前回、金議員が質問なさった件についての答弁内容でございます。 
         なので、町の企画する研修としては職員接遇研修、後は先進地へ参加するための研修

費の予算を計上しているというような答弁内容でございます。 
 
１番 加藤千代美 じゃあその他研修の中で先進地に派遣させる場合、職員を派遣研修させる場合にどう

いう計画立案をしているでしょうか。それは研修に行きたいという人が研修立案するの
か、行政の方でそれに対する企画立案をして職員を派遣させるのか、その辺はどうです
か。 

 
総務課長 村井健一 色んなパターンがあると思っております。各課における業務の中でどうしても予定

してなかった先進地を視察する場合も、予算上置いてない場合、突発的にちょっと先進
地研修したいという場合もあるでしょうし、後は職員自らが企画して申し出る場合もご
ざいます。 

         予算計上時、何処々に何の研修という形で置いたものではなくて、そういった場合に
備えるための予算計上でもあります。 

 
１番 加藤千代美 じゃあ今の答弁の中で、具体的なものにはどういうものがありますか。あったのです

か。 
 
総務課長 村井健一 正直言いまして毎年回数ある訳ではございません。最近思い当たるところでいきま

すと産業課の方で、今回、再生可能エネルギーの事業関係で先進地を視察したというの
が数年前でございます。 

         後は職員がこれはアカデミー研修、いずれこういう研修に参加したいというところで
参加した研修もございました。 

 
１番 加藤千代美 要望しますけれども、その他研修の職員が自ら計画・立案して計画した研修、それから

町で仮に課題を設けて視察した研修の復命書があったら後で見せてもらいたいと思いま
す。よろしいですか。 

 
議長 伊藤秋雄  はい、畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  資料の提出というご質問もございましたけども、職員が行って持って来た資料を提出

するということですか、それとも復命書なんですか。 
 
１番 加藤千代美 復命書、私が言っているのは復命書のことですよ、当然。 
 
総務課長 村井健一 復命書ということですが、それがまあそのまま見せることになるのか、あるいは情

報公開請求してもらって見せることになるのか、ちょっとこの辺については後でご報告
したいと思います。 

 
１番 加藤千代美 分かりました。じゃあ二問目のことについて質問いたします。 
         二問目については私が持っている法律が改正になっておりまして、ちょっと内容が変

わります。法律の条文だけが変わっております。この条文は地方公務員法の改訂版が今
月出るそうですので、それに載っているということで後でこれ見つけたので、その辺は
ご了承願いたいと思います。 
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         職員の職務階級とその責任についてということで伺いたいと思います。地方公務員法
は前段でもお話しいたしましたが、地方自治法第１条に定めてある条項を遂行するため
に、地方自治法１５２条第２項により、地方公務員法第３２条に基づいて、職員の服務規
定あるいは事務決裁規定を定めているものと私は理解しております。 

         八郎潟町職務規定第１章総則趣旨第１条、この規定は別に定めるもののほか、八郎潟
町に勤務する一般職員（臨時又は非常勤の職員を除く。以下職員という）の職務に関し必
要な事項を定めるものとなっております。 

         ところが役場で発生した不祥事件について、一介の臨時職員が五城目署に呼ばれ、は
たまた検察庁の検事に呼ばれ、おまえは犯罪者であると決めつけられて尋問された、と
本人より私に相談がありました。 

         それは７月１２日と８月１２日とその後２回あったようです。なぜ尋問されたのかと
尋ねたところ、私に相談された方の印鑑が押印された書類がある、しかも貴方は一介の
臨時職員であるけれど、立派な八郎潟町の公務員であると言われたそうです。 

         この内容については、役場では状況を把握しているのか、把握しているとすればこの
ことについてどのように対処したのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 
町長 畠山菊夫  答弁の前に地方公務員法第３２条とおっしゃいましたけども、２３条ですか３２条で

すか。 
 
１番 加藤千代美 ３２条です。私、冒頭にお話ししました通り、この情報については法律が改正になって

おりますので、新しいのを見つけて３２条に置き返したのです。 
 
町長 畠山菊夫  お答えいたします。昨年度発生した元職員による一連の不祥事については、数回にわ

たり当事者への事情聴取を経て、その対応等について五城目警察署へ相談し、令和２年
８月１４日付けで、被告訴人を元職員及び会計年度任用職員として、告訴状を提出して 

        おります。 
         当然、告訴状が受理されると警察や検察の捜査が開始されますが、その内容について

は、警察や検察から報告されるものではありませんので、町では把握しておりません。 
         なお、会計年度任用職員は、地方公務員法の服務規程が適用される一般職員の地方公

務員で、任期の定めのある非常勤職員であることから、元職員と同じく、警察及び検察の
事情聴取が行われたものと思います。 

 
１番 加藤千代美 私、最初の質問の中とだぶってくるんですが、職員が採用された時に、職員研修をしっ

かりやっていると、３ヶ月なれば３ヶ月毎の研修もやっていると、職改正の時も職員研
修受けてると、こういうことになってますよね。 

         役場の行政の組織機構の中に、決裁規定がありますよね。決裁規定があった時に臨時
職員が決裁を受けるということは、決裁というか判を押すという規定はないですよね。 

         職務権限の中身の中には、そういうのはないですよ。私が調べたところ、がしかしこの
場合はその一般の臨時職員が判を押してるんですよ。これどういうことですか。 

 
総務課長 村井健一 議員言われる本人の印鑑押印したものと言われましたが、町の方ではそれらの書類

は、この発生した事案に対しては一切残っておりません。だから何の書類を見てその押
されたもの、おそらく警察とかの書類ではないかと思いますが、町の方ではそういう押
させたというか、そういう書類は残っておりません。 

 
１番 加藤千代美 じゃあそれは確認して来ますけども町ではそれを確認していないということですね。 
         その書類は。 
 
総務課長 村井健一 押された書類をですか。 
 
議長 伊藤秋雄  はい、千田副町長。 
 
副町長 千田清  私も事情聴取した中で、押されたというのはおそらく出勤簿じゃないかと思っており

ます。だから普通の決裁書類とかそれとは違うと思います。 
 
１番 加藤千代美 一つ確認しますけども、役場で物を発注した時に伺いを立てますよね。それには決裁

印押しますよね、それで物を発注して受領した時には誰が印鑑を押すんですか。 
         品物を発注して物が来た、それを受領する時に誰が印鑑を押すんですか。出納ですか。 
         それとも担当課長ですか。事務規定を見れば産業課の決裁する内容、総務課の決裁す

る内容、その他の決裁する内容そういうのを書いてありますけども、実際に受領する時
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は誰の判を押すんですか。 
 
議長 伊藤秋雄  村井総務課長。 
 
総務課長 村井健一 例えば物品を購入したという例で例えますと、発注して納品されました。そうすれ

ばその業者からは請求が出来るための請求書、見積書、内訳書等が来ます。その物に印鑑
を押す、押させるそちらは会社の方の決まりで確かに押したと、受領印押させる場合も
ございます。 

         ほとんどはそれを町で頂くと、町の方で伝票、支払事務に移行してる状態でございま
す。その決裁については財務規則で定められた金額で、課長なり副町長、町長という段階
がございます。以上です。 

 
１番 加藤千代美 分かりました。私の質問は以上でありますけども、物の決裁、物の流れの順序を明確に

しておいてもらいたいということを要望して、私の質問は終わります。 
 
議長 伊藤秋雄  これにて、１番 加藤千代美君の一般質問を終わります。 
         次に、２番 小柳聡君の一般質問を行います。２番 小柳聡君。 
 
２番 小柳 聡  ２番の小柳です。一般質問の許可を頂きましたので、通告に基づき一般質問をさせて

頂きます。 
         本日は表題を三つに分けてお話しをさせて頂くのですが、全てウィズコロナとしての

向き合い方、またアフターコロナを見据えた考え方等、コロナ禍の中でどのように諸課
題に対応していくのか、というところを議論出来ればと思います。 

         最初に一問目、コロナワクチン接種についてというところをお伺いしますけども、コ
ロナワクチン接種については当町に於いても、関係者の尽力や関係機関のご理解によっ
て順調に進んでいるものと認識しております。 

         改めて感謝を申し上げますと共に、今後ももう一頑張りをお願いしたいと思います。 
         ワクチン接種によって感染リスクを減らすことは出来るが、ゼロにするというところ

まではなかなか難しいのかもしれません。ただ重症化を防ぐ効果は全国的な傾向を踏ま
えても充分に感じているところです。 

         ８月末の段階では秋田県内に於いても、病床使用率が増加傾向にあり、病床を２７３
床まで増やす、ということが報道でもありました。これ以上増やすとなると一般医療へ
の影響も厳しくなることから、そのような観点も踏まえ私の考えとしては、一人でも多
くの方にワクチン接種を受けて頂きたいと考えております。 

         当町に於いても希望者の接種完了見込みが１０月中と報道などで目にしております。 
         そこでまず現状の接種状況を確認していきたいのですが、２回接種を終えた町民はど

の程度かというところをお伺いします。これは直近の分かる数字で結構でございます。 
 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  小柳議員のご質問にお答えいたします。 
         ９月１日現在、総数では対象者５，２７５人中３，１１４人が２回の接種を終えられて

おります。内訳は６５歳以上の方が２，５５２人中２，２７２人、６４歳以下の方が２，
７２３人中８４２人となっております。 

 
２番 小柳 聡  はい、有難うございます。昨日の行政報告で６５歳以上８６％という数字の若干やっ

ぱり９月の最新の情報で上がっているなということも確認出来ました。今ざっと６０％
程度まで来てるのかなというところを確認したんですけども、それではワクチン接種済
みの方と予約受付者を合算した場合、どの程度の人数になるのかというところをお伺い
したいと思います。 

 
町長 畠山菊夫  予定者が９月１日現在で１，２７０人おりますので、既に接種済の方と合わせると４，

３８４人となり、８割以上の方が接種終了の見込みとなります。 
 
２番 小柳 聡  有難うございます。これはまず８０％以上が接種、１０月の段階で終えるんだなとい

うところはもう安心でございますし、ただこれちなみに職域接種の数というものは追え
ているでしょうか。 

 
議長 伊藤秋雄  保健課長。 
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保健課長 加藤宏 小柳議員のご質問にお答えします。これはあくまでも集団接種及び医療機関に対する
接種の人数でございます。 

 
２番 小柳 聡  はい、実は私の嫁さんも職域で一昨日１回目を受けました。多分そういった数字がこ

れに若干プラスされてくるのかなといったところを感じておりますので、まあ９０％弱
ぐらいまではいくのではないかなというのが私の感想でございます。 

         希望者への接種の見通しが立っているということは喜ばしいことではありますけども
、今まで副反応等に対して警戒心があって早期接種に慎重になっている方も、一定数は
いるものと認識をしております。 

         そういった方々が周りの接種状況を見たうえで、やっぱり接種したいなと思い直した
場合、基本的に集団接種で対応してきた当町に於いて、どのように対応していくのかと
いうところをお伺いしたいと思います。 

         これは未接種の方々が例えばまだ予約をしてないんですけど、１０月以降集団接種終
わった段階でも希望する、といったことがあればどのように対応するのかといったとこ
ろと、接種券に有効期限はあるのかというところと合わせてお伺いしたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  本町における集団接種は、１０月１０日で終了する予定でございます。湖東厚生病院

での個別接種は、現段階では、１０月２６日で終了する予定となっております。 
         その後、ワクチン未接種の方が接種を希望した場合は、周辺の医療機関で接種出来る

よう、関係機関と協議して参ります。 
         また、接種券に有効期限は記載されておりません。今後、接種を希望する方には対応し

て参ります。 
 
２番 小柳 聡  町の接種券を持って行くと周辺の医療機関で受けれるという認識で、これは間違いな

い、ちょっとそこを確認させて頂きたいと思います。 
 
議長 伊藤秋雄  加藤保健課長。 
 
保健課長 加藤宏 ご質問にお答えします。その考えで間違いないと思います。 
 
２番 小柳 聡  これは周りで安心材料に繋がると思いますので、これは是非私議会だより等で取り上

げていきたいと思います。 
         ワクチン接種会場に於いて私も接種をさせて頂いたんですけども、派遣スタッフも多

かったことは感じましたが、当町の役場職員の方もいろいろな場面で駆り出されている
ことを目にしました。 

         通常業務に支障をきたしていないかというところを、心配があったので取り上げまし
たけども、集団接種は一時的でもあり、ある種のイベントのように人員配置をせざるを
得なかったということも理解は出来るものです。 
個人としては経験が増えることで、もう少し全体的にスリム化出来るような印象も持ち
ました。特に一回目の接種と比較した場合、二回目の接種に於いては待ち時間もすごく
短くなり、スムーズに終えることが出来ました。これはおそらく医師の問診等が一回目
をクリアしている分、ある程度簡略化出来る部分もあったものと感じました。 
 そこでお伺いしたいですけども、集団接種会場における担当課以外の職員の応援とい
うのはどの程度であったかというところをお伺いしたいと思います。 
 

町長 畠山菊夫  担当課の保健課職員以外に、各課から通常業務を調整して１、２名程度の応援をお願
いしております。 

         なお、接種会場が隣接している改善センターであることから、応援職員の緊急な業務
等には即時対応出来る体制としております。 

 
２番 小柳 聡 各課１名というと５人から７，８人ぐらいをイメージするんですけども、そんなに支障

はなかったという認識でよろしいですか。 
 
保健課長 加藤宏 ご質問にお答えします。今議員がおっしゃられた通り業務には特に影響はなかったと

認識しております。以上です。 
 
２番 小柳 聡  この話題に触れたのは、もちろん来年以降もコロナワクチン接種は続いていく可能性

があること、また２回接種した方に対する３回目のワクチン接種をする議論が高まって
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いることもあり、今後もこのような体制を継続していくのであれば、今まで必要以上に
慎重な配置をしてきた人員も、ある程度は適正な人数に絞っていく必要性があるのでは
ないかと思って取り上げました。 

         これは今後、国の全額助成がいつまで続くかも不透明であるので、こういった質問を
させて頂きました。 

         そこで３回目接種があった場合、これは国の要請に従いながら実施していくのか、と
いうところをちょっとお伺いしたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  ３回目のワクチン接種についても、これまでと同様にワクチン供給も含め、国の方針

に従って実施することになります。 
 
２番 小柳 聡  有難うございます。それでは今後実施する場合は、集団接種を基本として考えていく

のかというところをお伺いします。 
 
町長 畠山菊夫  これまでと同様に、集団接種と医療機関での個別接種を併用して、医師会及び医療機

関と協議をしていくこととなります。 
 
２番 小柳 聡  これちょっと今この後に関連してくるのでまとめますけども、夏休み期間として１２

歳以上の学生を優先して頂きました。これは湖東厚生病院でも集団接種とはちょっと違
う形で設けてもらいまして、そこで中学生の子どもたちは副反応が出た割合が極めて多
かったものと認識しております。 

         夏休み明けのテストはその理由で多くの欠席者が出ました。今後はそういった実情も
踏まえて、翌日以降の状況にも配慮出来れば更に好ましいものと考えます。 

         ２回目接種で副反応の影響が若い世代と、我々４０歳以上の世代とでは大きく異なっ
ていたと、これは周りの声を拾った限りではありますけけれども、そこでサンプル的に
は私の知り合いで５０件以上調べましたけども、圧倒的に若い世代の方に多く副反応が
出たという事実を確認しました。 

         ３回目の接種という点を考慮すれば、一般世代の方も一刻も早くと考える人はある程
度少なくなることも予想出来ます。 

         選択肢があるならば３回目以降はそういったスケジュールも確認しながら、大人より
も子どもたちのスクジュールを優先した日程を調整して頂きたいと考えます。そのよう
な観点からも３回目接種を行う際には、１２歳以上に関して小中学校と相談の上でなる
べく早く、大切な行事や大会等の日程にも考慮した上で実施をして頂きたいと考えます
けども、これは教育課と交わるかもしれませんけども、当局として見解をお願いしたい
と思います。 

 
町長 畠山菊夫  １２歳以上の生徒等の接種につきましては、町内の個別医療機関の接種が７月から可

能となったことにより、急遽、接種しやすい夏休み中の接種を勧めた７月下旬時点では、
１２歳以上の生徒は優先順位ではありませんでしたが、集団での感染リスク等を考慮し
て早期に実施しております。 

         夏休み中に２回目まで完了できればよかったのですが、高齢者の集団接種と並行した
個別医療機関での実施であったことや、急遽の開始であったことにより開始時期が遅れ
ております。 

         また、夏休み明けのテスト日にワクチン接種の副反応により欠席をされた生徒につき
ましては、学校の配慮により、日を新たに設けて頂いた上でテストを実施したと聞いて
おります。 

         コロナワクチン接種はこれまでのワクチン接種と違い、臨時接種であるため対象者が
全町民でさらに短期間での実施となります。 

         日程等については限定されており、ご不便をおかけしますが３回目の接種が行われる
場合も前述の趣旨をご理解頂きたいと思っております。 

 
２番 小柳 聡  これ是非ちょっとまず出来る限りで一つ配慮頂きたい、というのが要望でございます

。児童生徒への接種もですけども、子ども園の先生や教職員でも一般接種の中で、ある程
度優先して頂いたように感じました。 

         私が３月議会で訴えた内容に少なからず添って頂いた形をとって頂けたことに対して
も、改めて感謝を申し上げる次第です。 

         今後も少しでもより良い提言となるように発言を続けていきたいと思いますので、ワ
クチン接種に関してもですね、続けていきたいと思いますのでよろしくお願いしますと
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いうところで、一つ目の質問は終えたいと思います。 
         次に、アフターコロナを見据えた観光とはという質問でございます。 
         昨年の春から世の中は一変しました。当たり前の日常が失われ、それが正常に戻ろう

とした途端に逆戻りになることもあり、今後も簡単には今まであった日常が戻らないも
のだと感じております。 

         商工業や特に商業や観光業の皆様は試練の日々が続いております。その中でも飲食業
の皆さんは特に深刻であります。大きな会合も必然的に懇親会等が無くなり、そこから
派生する経済効果もなくなっているのが現実です。 

         観光に目を向けてもコロナ禍、またアフターコロナの段階でも集団行動というものは
あまり期待できません。 

         例えるならば大型バスで観光客が観光名所を移動する光景というものは、まだまだ復
活を予感できません。 

         これからは小旅行や話題になった場所を訪れる「聖地巡礼」のような名所をやはり少
人数で旅することが増えてくるものと感じております。 

         最近、八郎潟町でそれに近い現象が起こりました。それは「あんごまソフト」が新聞に
掲載されたことにより、注目を浴び「期間限定」というフレーズにも反応したのかお客さ
んが殺到しておりました。 

         もちろん個人や複数人程度での来客がほとんどでしたので、車の渋滞まで発生しまし
た。新聞に取り上げられるきっかけとなったのは、「中学生×プロジェクト８×はちラボ
」というそれぞれ３つの違う立場の団体のコラボレーションがあったからであると推測
しております。 

         そしてその人気に火をつけたのがいわゆるＳＮＳ効果だと感じています。個人的には
インスタグラムでの写真投稿が一番目につきましたけども、「売り切れ情報」や「完売で
ゲット出来なかった情報」等を一緒に流し込んだ投稿も目立ったことが要因であると分
析しています。 

         そしてその中には「あんごまソフトを食べて田んぼアートに来ちゃいました」という
投稿も目にすることが何度かありました。 

         これはどちらがメインでもいいお話しなんですが、このような展開が増えてくること
が今後の観光のキーポイントになると感じました。 

         点と点があればそこに線が引くことが出来て、それが複数あれば観光ルートとして線
が増え、その線上の中にあるお店には必然的にチャンスが生まれます。 

         そういった仕掛けを町や観光協会と一緒に考えていきたいと思っております。 
         今回の件も特別な費用が計上されたわけでもありませんし、きっかけがあればこのコ

ロナ禍でもヒット商品として、観光スポットのようになることが出来るという期待を感
じさせてくれました。 

         まずは、その点を増やすことを考えていきたいと思いますけども、地域名物の開発や
観光名所のブラッシュアップしてテコ入れしてほしいと考えますけども、当局としてど
のように考えますか。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  近年の社会経済の変化に伴い、労働時間の短縮による余暇の増大や感染症対策等によ

る屋外での体験観光、多趣味化に加え、ＳＮＳ等による情報量の増加により休日の過ご
し方が多様化しています。 

         従来の観光スタイルは、名所・旧跡の見学など複数の観光地を移動し宿泊先を変えて
いく周遊型観光が主でしたが、近年では宿泊地を拠点とし静養や体験型を始めとしたレ
ジャーを楽しみ、周辺の観光も楽しむ滞在型観光に加え、歴史遺産や町並み、古典芸能、
コンサート、美術鑑賞など芸術、アミューズメント、ショッピング、寝食を楽しむ都市型
観光も多くなってきています。 

         観光レクリエーションも見学型から体験型へ、金銭消費型から時間消費型へ、活動人
数も団体旅行が減り、気の許せる家族や知人等と出かける個人・小グループ型が増加し
ています。 

         こうした中、本町においては、地域資源を生かしながら歴史や文化を取り入れ、県や近
隣市町村と連携した取り組みを図っていきたいと思います。 

         また、魅力ある観光・交流に向けて、豊かな自然や史跡、文化財など気軽に町内を周遊
できるモデルルートを設定するなど、町観光協会や各種団体とも連携を図っていきたい
と思います。 

         なお、地域名物の開発や観光名所とのブラッシュアップについては、今後検討して参
ります。 
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２番 小柳 聡  町長おっしゃって頂いたように、多様化してる中で正解を探すということはこれも難
しいことは私も理解をしております。その中でなかなか個店の努力というところでは、
結果にこれはちょっと商品開発的なところになるんですけども、個店だけの努力だけで
はなかなか結果に結びつかないのは重々承知をしております。そういった際にはコラボ
レーションを推奨してはどうかと思います。 

         事実、あんごまソフトも違った団体が協力して話題になりましたし、他の自治体のお
店や名産品とのコラボレーションでも構わないと思います。当町の業者が販売権を持つ
ことができれば特産品が少ない当町においても、その可能性は広がるかと思います。 

         ただし、コラボだけではなくそこにはお客様が興味を持てるようなストーリーも必須
と考えます。以上の点を踏まえ、特産品開発に向けた協議会設置やワークショップを、さ
っきの話とちょっとリンクするんですけども、開催してはどうかというところをお伺い
します。 

 
町長 畠山菊夫  湖東３町商工会の商工会アクションプログラムの中に商工会の目指す姿として、一次

産業などとの多様な連携を積極的に進め新たな可能性を拡げる等とありますので、あき
た湖東ＪＡや湖東３町商工会などと連携しながら、協議会を開催していければと思いま
す。 

 
２番 小柳 聡  有難うございます。実はＪＡと商工会が連携したらもっといい発想になるのでないか

なというところも考えておりました。実際、いろんな団体が交わることでこう新しい発
想が生まれやすくなると私も認識しておりますので、是非そういったところを後押しし
て頂きたいと思います。 

         観光地もスポット化を念頭に入れて頂くと、「聖地巡礼」のような観光客を誘客しやす
いと考えます。 

         一例を挙げると田沢湖には「辰子姫」の像が飾られていて、昔から写真スポットとして
親しまれております。 

         それならば八郎湖に「八郎太郎」の像を作ってみたとします。あくまでも可能性として
ですが、「八郎太郎」を作ったらそこから田んぼアートまでの線で繋がります。 

         もしかしたら田沢湖と八郎湖を「八郎太郎と辰子姫」という伝説繋がりで観光ルート
としてこれは点と点で繋がる可能性もあります。 

         まずはそのようなスポット作りも歴史を紐解きながら、ゼロベースで考えてみること
が、コロナ禍である今のタイミングなのかもしれません。 

         以上の点を踏まえて、観光資源を洗い出しスポット作りをすることへの意欲を当局と
して持てるか、というところを今一度確認させてください。 

 
町長 畠山菊夫  同じような答えになってしまいますけども、本町においては地域資源を生かしながら

歴史や文化を取り入れ、県や近隣市町村と連携した取り組みを図っていかなければと思
います。 

         また、魅力ある観光・交流に向けて、豊かな自然や史跡、文化財など気軽に町内を周遊
できるモデルルートを設定するなど、観光協会や各種団体とも連携を図って参りたいと
思います。 

         議員言われる八郎太郎像ですか、いいですか、じゃあそういうことで。 
 
２番 小柳 聡  これはですね「八郎太郎」の像をどうしても作ってほしいというお話しでもありませ

んので、これはどんな石を磨けば一番輝くのかなといったところを、これは一つの団体
だけじゃなくて、オール八郎潟に近い形で考えていくべきタイミングなのではないかな
と、このコロナ禍というのはそのタイミングなのではないかなと思って、取り上げた次
第です。 

         海外旅行のマーケットも簡単には回復することは難しく、しばらくは国内回帰・地方
への機能分散の流れが続くものと認識しております。そこで重要になってくるのがネッ
トワークの基盤となる道路整備であると認識しております。 

         ここでやはりキーポイントになるのは、男鹿地域に結ぶ道村大川線と北秋田方面へ接
続する国道２８５号に繋げる秋田八郎潟線の役割強化です。 

         この路線に関する延伸の話題は議会の場でも再三取り上げられておりますし、立ちは
だかるハードルも高いこともあり、五城目町との期成同盟会の中でも要望事項の最重要
事項に取り上げられております。 

         この路線が繋がることで生活道路として、さらに観光路線としても役割が期待される
ものと思いますけども、その後の何か進展があればちょっとお伺いしたいと思います。 

         こう見解もあればお伺いしたいと思います。 
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町長 畠山菊夫  当該道路該計画については、秋田自動車道の計画により、アクセス道路としてこれま
で幾多の計画を経ております。 

         平成２７年より、ようやく県と国とＪＲとの協議を始めたわけですけども、平面交差
踏切の新設にあっては、ＪＲが新たな踏切は容認しないこと、技術基準や安全対策面な
どの諸条件により、県では平面交差での事業化は断念せざるを得ないとの結論に至って
おります。 

         立体交差での事業化は本町と今協議しておりますけども、並行して議員の言われる秋
田八郎潟・道村大川線期成同盟会、両同盟会でも道路整備の要望活動はして参りたいと
思います。 

 
２番 小柳 聡  分かりました。それでは次の質問に移らせて頂きます。 
         次は一人一台タブレットの積極的な活用を、というところでございます。過去にもこ

の議会の場で再三「タブレット」というキーワードで学校や議会への導入をお伝えして
きましたが、今回は小中学校に一人一台整備された中で、タブレットをどのように活か
していきましょうかという話題がメインとなります。 

         ＧＩＧＡスクール構想において４年がかりで進めていこうとしていたものを、多くの
自治体がこのコロナ禍という状況もあり、前倒しで整備していることは多くの皆さんが
認識していることと思います。 

         授業の中で少しずつタブレットを活かした授業が出てきているという事実も認識して
おりますが、もう一歩踏み込んだ形で子供たちにより深い学びに繋がるような環境にし
ていけたらと考えております。 

         そこでまず、今現在のタブレット利用状況をお聞きしたいと思います。使用している
学年やそれに応じた教科等も、もしよければお伺いしたいと思います。 

 
議長 伊藤秋雄  江畠教育長。 
 
教育長 江畠廣  小柳議員のご質問にお答えします。小学校では、３年生から６年生まで国語科・社会科

・総合的な学習の時間での情報収集、５年生では総合的な学習の時間での活動記録、６年
生では英語科でのプレゼンや国語科での学習のまとめ、中学校では３年生が総合的な学
習の時間と社会科、１年生では技術・家庭科での情報収集や情報加工等に活用されてお
ります。 

 
２番 小柳 聡  ちょっとこれ小学校３年から中学校３年まである程度中２がなかったですけども、一

日どの位触る時間があるという解釈を持っていただき、ちょっとだけお伺いしてもよろ
しいですか。 

 
教育長 江畠廣  ちょっと聞きますが、一人の子供さんがですか。 
 
２番 小柳 聡  はい、平均的に一人の子供がどの位授業の中で触れるのか。 
 
教育長 江畠廣  これは確実な時間帯はよく分かりませんけども、それぞれの教科によりまして活用さ

れてるということですから、教科がダブった場合には一日２時間触る場合もあるだろう
し、触らない日も出てくるだろうと思います。 

 
２番 小柳 聡  これは授業の中でずっと使ってるわけでもないと思いますので、これからタブレット

を活かした学習を増やしていくためのポイントが、私は持ち帰りにあると考えておりま
す。一つ一つの動作や操作を教えることに時間を割くより、家庭で慣れさせる方が授業
での飲み込みも早くなると考えます。 

         特にタイピング等に時間を割くよりは、家庭で練習することを親が見守ってアドバイ
スもするでしょうし、それを保護者も一緒になって行っている内容を共有できますし、
家庭での連携も図れるものと考えます。 

         ８月２７日に文科省から示されたガイドラインにおいてもいざという時、これはやむ
お得ず登校できないというところですけども、そのために日頃からの準備が不可欠であ
ると記載されております。 

         そのような状況に当地域がなるとは考えたくもないんですけども、深い学びにも直結
すると思いますので、まずタブレットの持ち帰りを多くのカテゴリー、世代でですね持
ち帰りを進めて行くのかというのが一点、また進めるなら各世代でどのようなスケジュ
ールで進めて行くのかというところ、この二点をお伺いしたいと思います。 

 
教育長 江畠廣  本町でのタブレット購入については、一人一台を日常的に持ち帰りさせるために準備
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することを想定したものではございません。 
         学校が有事の際などで、ある程度の期間臨時休校措置が見込まれる場合などに、児童・

生徒への学びの保障を図るための一つの手だてとして、オンラインでの学習を可能にす
るために準備しているものであります。 

         従いまして、現時点では持ち帰りを進める計画は持っておりません。今後、議員の提案
にあるように、いろいろな形での活用の仕方をするための方策など、家庭学習への支援、
特に登校できない児童・生徒への学びの支援等含めながら、創造性を育む学びの実現に
向かった取り組みを、学校側の進展具合を確認しながら、出来ることから進めていけれ
ばと考えております。 

 
２番 小柳 聡  分かりました。まず持ち帰りのためのタブレットではないという認識ですね。 
 
教育長 江畠廣  はい。 
 
２番 小柳 聡  この持ち帰りに関してはですね、やっぱりお隣の五城目町議会でもこの９月議会で取

り上げられておりました。昨今の感染状況を考えれば、万が一というレベルではないの
でタブレットを活用したオンライン学習の準備やリハーサルも必要となってくると思い
ますけども、その点に関してはいかがでしょうか。 

 
教育長 江畠廣  それにつきましては、ＩＣＴ支援員を入れておりますので今、先生方が一生懸命いろ

んな時間を取りながら研修中でございます。 
 
２番 小柳 聡  まずじゃあちょっと後でまとめていきたいと思います。 
         そこで並行して考えて頂きたいのが、デジタル教科書の導入でございます。情報活用

能力を高める助けになっていくでしょうし、文字・音声・映像といった資料が加わること
で学びの入り口が広がるものと考えます。 

         個々の学習の成果を教員が可視化することが容易になりますし、それをフィードバッ
クすることも可能になります。 

         もちろんペーパーレスにも繋がるので、カバンの重さ問題にも改善が図られるものと
感じております。 

         個人的には子供たちが学習に対してより積極的になってくれるのではないかというと
ころを一番期待しているところです。 

         子供たちは今ほとんどの子がゲーム機若しくはタブレットに触れられる環境にありま
す。タブレットを保有している子供の今現在の一般的な使用は、動画鑑賞やゲーム等が
大半を占めているものと認識しております。 

         だからこそタブレットで学習出来るという環境が根付けば、その時間の半分でも学習
する時間の方に向かっていくのではないかと期待しているところです。 

         お隣の井川町では今年度デジタル教科書を導入し、昨年９月に導入したタブレットの
使用率がそこから格段に上がったそうです。 

         メリットはもちろんありますが、少なからずデメリットもあることをお伝えします。 
         導入コストの問題、指導者の理解力、タブレットに依存することによって、視力の低下

等の他に、書くことが減るということにもデメリットを感じる方が一定数いるものと認
識しております。 

         それでも一番大きな問題であろう導入コストの問題については、今年度、井川町では
国の助成制度を活用して実施に踏み切りました。私としてはこのような流れは今後も続
くものと感じておりますし、来年度も助成が続くようであれば、という前提で結構です
ので、当町においてもデジタル教科書を導入してほしい、というところを質問というか
要望なんですけども、思いますけどもいかがでしょうか。 

 
教育長 江畠廣  お答えします。まずデジタル教科書について、本町では今までも教師が学習を進める

上でどうしても必要とした教科について準備をしてきております。 
         購入しているデジタル教科書は教師用で、授業においてパソコンから教室にある学習

用テレビを通して児童生徒に学習資料の提示のために使用しております。 
         具体的には、小学校の５年生の算数科での学習提示、中学校の各学年とも理科、社会科

技術・家庭科で学習資料の提示等で日常的に使用しております。 
         現時点では、児童生徒用のデジタル教科書を購入することは考えておりません。 
         議員がおっしゃるように補助金云々ということで、どうかなということも含めてです

けども、現在のところ文科省ではある特定の地域の学校にやってみたという結果検証の
ために、いくらかの学校の方にはそういうのは実証検証しております。 

         来年度からは予算を増やして、全学校にそういう風なものが出来るように、ただ教科
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は一教科だけに現在のところはなってるはずです。 
         それで教科書用図書というのは、４，５年に一度教科書採択選定委員会というものが

ございまして、議員もＰＴＡ会長さんの時にいったかと思いますが、主要教科書が変わ
ることが出てきます。子供さんたちに教科の数にもよるだろうけれども、全てがそうい
う風なものを持たせるとした場合に、非常にこう財政的な負担もちろん無駄になってく
るということも出てくる訳ですね。 
教科書が変わることによりまして、一度そういうデジタル教科書を使ってしまえばで

すね、例えば補助金が削られて無くなった場合にどうなっていくかと、意外にこういう
ものというのは取り組んでしまえば次に繋げて行かないと、そんなに意味がないものと
いう風に考えて行く訳ですね。 
普通の教科書のように、国の方から無償デジタル教科書を全生徒分に配布されるとか

ってなればこれ世の中変わりますけども、デジタル教科書は非常に高価なものでござい
ますので、そういう風なことにはならないだろうと、最終的には自治体負担というもの
が多く出てくるかと思います。 
後、ご存知のように、メリットとデメリットがある訳ですデジタル教科書に、私個人的

な考え方とすれば、特に国語科とか社会科の場合、デジタル教科書だけでやっていくと、
後で何て言いますか、敵しない場面が多く出てきます。 
主に使われるのは算数、数学ですね、いわゆる図形関係の動かす変化、そういう風なも

のを見るために非常に効果があるのでございます。 
ただ文章関係になってきますと、あるいは書き取りとかそういう風になってきますと

、デジタル教科書でいくと絶対に入試とか高校入試とかそういう時に、その子供さんが
非常に不利な状況が起きてくるということが予想される訳ですね。 
ですので文科の方でもデジタル教科書等やるのであれば、普通の教科書と並行しなが

ら使える部分をやっていければという考え方が戻るなと思います。 
確かに議員おっしゃるように、そういう風なものを使いながら家でいろいろとこうや

ればですね、触る機会も増えるし、むしろゲーム依存症とかそういう風ないろいろなこ
ともありますけども、ゲームに向かわないでそっちに向かってくれればという願いもあ
るかと思ってのいろんな考え方だと思いますけども、今現時点では、申し上げましたよ
うにデジタル教科書を購入して、それを実施していくということは考えておりません。 
ただずっと前からデジタル教科書は教師用で必要に応じて求めておりますので、それ

を使っての学習程度はずっと前から進めております。以上です。 
 

２番 小柳 聡  ご丁寧な答弁有難うございました。確かに個人的にはデジタル教科書というのは何と
なく可能性がこう１．２倍くらいになるのかなという認識なんですけども、ちょっと便
利になるというのは、間違いないと思いますのでこれはちょっと今後も検討して頂きた
いと言ったところでございます。 

         参考までデジタル黒板を導入するという考えがちなみにあるか、そこもちょっとお伺
いします。 

 
教育長 江畠廣  今後のデジタル教科書等の使い方、候補につきまして結果が出てくるとですね、購入

するという考え方も出てくるかと思います。現在はうちの方はわざと、わざとと言うと
言葉悪いですけども、前々からテレビを通して使っておりますので、以前、しばらく前で
すけども、デジタル黒板は出てきた時に、あれはまず業者さんとかいろいろな方々とい
ろんな案がありましてですね、デジタル黒板をある程度安価で設置させてもらって、そ
の代りソフトが相当額が高くて、そういうデメリットを考えて本町ではデジタル黒板を
やらないで、いわゆる全部の学級に大きなテレビを付けて、それで配信しながら学習計
画、そういう事業計画は取ってきております。 

         ただこの先、いろいろな補助とかそういう風なもので、さらにそれがあればいいなと
いうことであれば考えていきたいと思います。 

 
２番 小柳 聡  今確かにおっしゃる通りで、デジタル教科書もテレビに接続してというのも、こちら

を確認しておりますので、その可能性があるのかといったところをちょっと確認しまし
た。 
ちょっと話を進めて行きますが、予算上にもＩＣＴ支援員の予算が計上されておりま

すけども、実態として現状はどのような段階でやるのか、というところを最後にお聞き
したいと思うんですけども、ＩＣＴ支援員の現状はこう指導体制とかも含めてですね、
教師への共有枠はどの程度にあるのかというところを、最後にお伺いしたいと思います
。 

 
教育長 江畠廣  はじめに授業等への参加状況ですが、授業でタブレットを利用する初期段階での調整
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に参加しております。３０人以上の生徒へ対応するため、中学校では大変助かっている
とのことでした。 

         また、小学校へは今後参加する予定となっております。プログラミング授業への参加
は１１月に小学校で予定されております。 

         次に、教員への支援等についてですが、教育支援用にコンピュータ及びネットワーク
を活用した効果的なツール等の提案を頂いており、小・中ともにＩＣＴ機器の活用を促
進しております。 

         例えば、通知表入力様式の作成、勤務管理簿様式の作成、各種アンケート様式の作成な
どです。 

         また、その他の活用としては、小・中学校のホームページの更新、随時ですね、小中合
同研修会８月にはタブレットの使用方法について、また、校内ネットワークシステムの
構築において、教員が効果的に活用できるように様々な提案をしたり、タブレットの管
理方法を提案したりするなど、専門的な知見による多くの提案がなされており、今後一
層の充実が見込まれますという報告を、校長の方から受けております。 

 
２番 小柳 聡  丁寧に有難うございました。いろいろな形でＩＣＴ支援員の方が関わっているなとい

うところは確認しました。参考までに教員でやっぱりタブレットを使った授業を苦手と
するという方がいらっしゃる、タブレットの共有をたぶん教員にも図っていると思うん
ですけども、その中でなかなかタブレット難しいと感じる教員の方がいらっしゃったり
するのかなというところをお伺いします。 

 
教育長 江畠廣  最近、タブレットのこなし方が難しいという教員はいらっしゃらないんじゃないかな

と感じております。もう今はパソコンでも何でも、教員が普段ですね授業の時はもちろ
んですけども使っておりますので、そんなに抵抗感というのはないかと思います。 

 
２番 小柳 聡  最後に重ね重ねの要望になりますけども、八郎潟町議会でも一人一台タブレットが導

入される日を心待ちにしておりますので、そちらもご検討頂きたいと思いまして、私の
一般質問を終わりたいと思います。有難うございました。 

 
議長 伊藤秋雄  これにて、２番 小柳聡君の一般質問を終わります。 
         次に、６番 京極幸村君の一般質問を行います。６番 京極幸村君。 
 
６番 京極幸村  ６番 京極幸村です。今回は少子化対策について、若者目線からの提案と共にご質問

させて頂きます。 
         少々ご説明の時間が長くなりますがご容赦ください。それでは早速始めさせて頂きま

す。少子化対策「若者の婚姻率向上に向けて」人口減少、少子高齢化問題、こういった問
題が話題になってから随分と年数が経ちました。 

         多くの人がこの問題について関心を持ち、どうしたらよいのかと考えたことと思いま
す。政府では２００３年に少子化社会対策基本法を制定し、子育て支援対策の充実や働
き方改革などの取組みが行われております。 

         しかし、依然として少子化の進行は止まらず、出生数は年々減少しております。日本の
少子化対策は功を奏しているとは、現段階では言えません。 

         ですが年を重ねるごとに各種データは蓄積されてきております。また社会整備もかつ
てより進んでおり、我々を取り囲む環境も変わってきています。 

         これまでのデータを分析することにより、新たに見えてくる可能性もあると思います
。次に打つべく手として、私は独身者の婚姻率の向上が大きなカギになると思っており
ます。 

         以降、国立社会保障・人口問題研修所が実施した出生動向基本データを基に、その理由
を解説します。 

         ２０２０年の合計特殊出生率は１，３４％でありました。この数値には未婚女性も含
まれているため、結婚持続期間１５～１９年夫婦の平均出生子ども数である完結出生児
数に着目すると、１９７２年の調査以降では、夫婦間で約２人の子供が生まれるという
ことは比較的安定していることがわかります。 

         生涯未婚率に着目すると、資料②の通り１９９０年以降大幅に増加しております。２
０１５年時点で男性では４人に１人が、女性では６，８人に１人が生涯未婚だという統
計が出ております。 

         １９７０年の調査開始以降男性で約１４倍、女性で約４，５倍生涯未婚者は増加して
おります。 

         これら２つのデータから、出生数増加のカギは、既に結婚している夫婦間の出生率向
上以上に、独身者の婚姻率向上が握っているのではないかと推測できます。 
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         次に、独身者が何故独身でいるのかその理由を考えていきます。１つ目の観点は出会
いについてです。いずれ結婚を望んでいる未婚者は２０１７年の調査時点で、男性８５，
７％、女性８９，４％であります。 

         しかし独身でいる理由として、資料③が示す通り、適当な相手に巡り合わない、という
理由が約半数で男女とも最多であります。 

         資料④をご覧ください。婚姻者出会いのきっかけは職場、学校、知人の紹介が約７割を
占めております。このことから逆説的に独身者は職場や学校で出会いが無く、紹介して
くれる知人や友人がいない場合に、さらに結婚の可能性が低くなると言えます。 

         ２つ目の観点は出会いから結婚に至る課程についてであります。資料⑤が示す通り、
かつて主流であったお見合い結婚は近年では５，３％までに減少し、恋愛結婚が８８％
を占めております。 

         また、資料⑥が示す通り、結婚相手の条件で重視する項目は、男女とも人柄が最多であ
ります。この傾向から知り合ってからもゆっくりと相手のことを知り、恋愛の経過をた
どるための継続的な接触機会と時間が必要と推測できます。 

         また現代人の特徴として、直接的対人コミュニケーションを苦手としている人が多い
です。人との直接的接触を避けようとします。 

         さらにスマートフォンコンテンツやゲーム機の進化が、いわゆる「おひとりさま時間」
の充実に拍車をかけ、他者と直接接触しなくとも満足できる環境下にいます。 

         休日は部屋から出てこないという人も増えてきています。この状況下で出会いを推進
するには、仕事とプライベート以外の時間で、受動的に出会う仕組み作りが必要と考え
ます。 

         以上の背景から、婚姻率の向上を目指した町営独身寮の設置を提案します。独身寮の
趣旨は、２０代中盤から３０代中盤の結婚適齢期の独身男女に格安な家賃で住居を提供
するとともに、毎日自然と顔を合わせることができるようなエントランスや、コミュニ
ケーションの取れる交流空間を設け、出会いの場を提供しようというものであります。 

         主に期待の出来る効果としましては、入居者にとっては格安の家賃により生活負担が
軽減され、若者の実質所得の向上が見込める。自主的な婚活に戸惑いを感じている人も、
自然な形で異性との出会いが見込める。時間をかけて異性の内面を知ることができる、
というものであります。 

         町にとっては、若者人口増加により、町内が活気づく。寮生同士が結婚すると、引き続
き住居を八郎潟町にする可能性が高いため、移住・定住にも効果を発揮する。税収入が見
込めるため、格安の家賃で提供しても財政負担が少ない。婚活支援と経済支援を両立し
た全国的にも真新しい取組みであり、町の注目度が向上する可能性がある、というもの
であります。 

         施設規模は３０人から４０人を想定しております。また、施設には町内在住者を管理
人として配置し、入居者の生活サポートや婚活サポート、町内の情報発信や世代間交流
の懸け橋といった役割を担っていただくことをイメージしております。 

         以上が私が提案する町営独身寮でございます。これにつきまして、当局のご意見をお
聞かせください。 

 
議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  京極議員のご質問にお答えします。 
         全国的に進む少子化により、地域経済に与える影響は深刻な問題となっております。 
         本町においても、その対策として安心して出産し、子育てできる環境整備を重点施策

として推進しております。 
         これまで不妊治療の助成、子育て支援情報の配信、高校生までの医療費無料化、学校給

食費の無料化、保育料個人負担分の助成、スポーツ少年団大会派遣の助成、学童保育、ま
た令和２年度に幼児教育と保育を一体的に行う、公私連携幼保連携型認定こども園をス
タートするなど、子育て支援事業に取り組んでおります。 

         出生動向基本調査データから議員が述べられた、少子化の大きな要因とその対策の提
案についてですが、その趣旨はご理解できるものでありますが、婚姻率の向上を目指し
た町営独身寮となれば、入居者の確保、就労の確保、町内未婚者への効果、婚姻後の定住
対策など抱える課題やリスクが高く、また、建設事業費や維持管理費など総合的に判断
すれば、非常に困難であると認識しております。 

 
６番 京極幸村  新しい取組みにはリスクも伴いますので、やれない理由を考えればやっぱり沢山出て

来るということは理解します。 
         ですがこの少子化という問題については、何もしないままあるいは現状維持では、人

口減少を更に加速化させ、本町の将来を担う人達に多くの課題を残すことに繫がると思
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っております。 
         現に子供たちにとっては、すでに多くの部活動が人数不足により、存続の危機にある

など問題に直面しております。 
         今、答弁の中で子育て世代の取り組みが、本町では取り組んでいるというお話しがあ

りましたが、本町としては子育て世帯への支援の他に、少子化について何か取組む具体
的な施策等がありましたら、お答えして頂きたいです。 

 
町長 畠山菊夫  これまでもいろいろ取り組んできておりますけども、なかなか人口減少を止めること

にはなっておりません。 
         少子化の背景には、働きながら子育てできる社会環境が十分ではない、経済的な理由

で結婚に踏み切れない、結婚する必要性を感じない、などがあげられております。 
         その取り組みには、結婚、妊娠、出産、子育て、教育、仕事と各段階に応じたそれぞれ

の支援が必要になります。 
         その中で課題になっているのが、結婚を希望する方の未婚者対策になります。町では

八郎潟ⅾe 愛サポート補助事業とあきた結婚支援センター登録料の助成事業を行ってい
ます。この中で、あきた結婚支援センターの取り組みとして、個人の出会いの場・多数の
出会いの場・地域や企業による出会いの場の提供や相性にあった相手を紹介してくれる
など、自分に適した結婚活動が可能になります。 

         平成２３年度からの婚姻報告者数も約１，５００人を数えるなど、これまでの実績も
あることから、同センターへの登録及び登録料全額助成についてのＰＲもして参りたい
と思います。 

 
６番 京極幸村  じゃあ町としては、結婚支援センターに入会補助のＰＲを主にということでしたが、

そのＰＲの仕方は具体的にどのように、例えばホームページとかであれば情報を求めて
アクセスしてくる人がいるので、求める人には届けることが出来ますが、求めていない
意思の低い人にまでＰＲする必要があると私は思います。 

         その点もしＰＲの手法等について、具体的な策がありましたら教えてください。 
 
議長 伊藤秋雄  一ノ関福祉課長。 
 
福祉課長 一ノ関一人 先程の京極議員さんのおっしゃる通り、ホームページで確認等をして調べて見ま

すと、出来ない方も多々おりますので、その辺については今まで年一回の広報に広告・お
知らせをしておりましたけども、この回数を増やしたりそれから公共施設等にパンフレ
ットの備え付けをするなどして、そのＰＲ等に努めて参ります。以上です。 

 
議長 伊藤秋雄  京極幸村君。後、再々質問が出来なくなりますので、幸村君は一括質問ですのでそこを

分かってください。 
 
６番 京極幸村  今の答弁につきまして、私から一つ提案として若い人はＳＮＳを利用しているので、

町のＳＮＳ等を利用して発信するのもいいのかなという情報を一つ挙げておきます。 
         また最後になりますが、町の総合戦略にも本町の人口減少は、勢いを増している現状

だと分析がありました。今のコロナ禍により婚姻数と出生数が減少し、更に人口減少に
拍車をかけるものと推察します。 

         つまり予測していたよりも、更なる速さで、少子高齢化が進行しているということで
す。食い止めることは出来なくとも、減少の加速度を低下させなければ、将来一挙に多く
の課題が発生することになると思います。 

         当局には少子化や人口減少に対しての積極的な取り組みを要望といたしまして、私の
一般質問を終わりたいと思います。有難うございました。 

 
議長 伊藤秋雄  これにて、６番 京極幸村君の一般質問を終わります。 
         それでは、ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 
                    （ 休 憩 ） 
                    （ 再 開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  それでは午前中に引き続き、一般質問を再開いたします。 
         ８番 畠山一充君の一般質問を行います。８番 畠山君。 
 
８番 畠山一充  議席番号８番 畠山一充です。私から表題、弁天球場の大規模改修等と活用について

一般質問をさせて頂きます。 
         地方創生が叫ばれる中、少子高齢化が進む全国の自治体では、その流れを食い止めよ
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うとさまざまな試みを実施しております。 
         国民的人気を誇る高校野球を起爆剤にしようとするケースも増加しております。 
         さて、本町では３名のプロ野球選手を輩出しており、中羽立運動公園内には町民体育

館・弁天球場・オリンピック記念会館・テニスコート・グラウンドゴルフコース・屋内ゲ
ートボール場等いろんなスポーツを楽しむことができる施設が揃っております。 

         その中で、中羽立公園野球場（以下弁天球場）は１９７９年１０月１０日完成、翌年１
９８０年から２００４年なでの２５年間、全国高等学校野球選手権秋田大会予選会場と
して使用、スコアボードが電光掲示板（磁気反転式）に改められてから、２００５年より
能代球場が同大会の会場とされております。 

         私からの提案といたしまして、弁天球場は開場されてから４２年を経過し、グラウン
ドはじめ各室内・観客席１塁側とか３塁側の観客席・スコアボード・トイレ等の老朽化が
見受けられます。 

         そこで、厳しい財政事情ですが３ケ年計画によるスポーツ振興くじ助成金を活用し、
球場内外の大規模改修等を検討いただきたく思います。 

         弁天球場の活用については、町民参加型の球場として高校球児による小中学生の野球
教室の開催・町民とのふれあい交流・球場内外の清掃ボランティア等において、町民、行
政、民間、学識経験者の４者が一体となり、それぞれの立場でできることを協力し合い進
める手法を取り入れていただきたく、ご検討をお願いします。 

         それでは、以下の事項について当局へお伺い致します。 
（１） 過去２年間による弁天球場の利用状況（小・中・高等学校・一般等）でございます 
（２） 高校球児による小中学生の野球教室及び町民とのふれあい交流について 
（３） スポーツ振興くじ助成金による大規模改修等についてでございます。 
よろしくご答弁をお願い致します。 
 

議長 伊藤秋雄  はい、江畠教育長。 
 
教育長 江畠廣  畠山議員のご質問にお答えします。 
         質問の１つ目、過去２年間の弁天球場の利用状況についてですが、申請書に記載され 

ている利用状況でお応えします。実際の人数は現場で毎回確認できているわけではござ 
いませんので、過不足があるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。 
 令和元年度の利用日数と人数は、小学生が１２日の８７９人、中学生１２日の６２５人 
高校生９日７２６人、一般１２日の３２７人で、令和２年度においては、小学生が６日の 
４３９人、中学生５日の１７９人、高校生２日の１５０人、一般１９日の６６７人となっ 
ております。２年度はコロナ禍の影響で利用日数・人数ともに少なくなっております。 
 ２つ目の高校球児による小中学生の野球教室及び町民とのふれあい交流、清掃ボラン 
ティア等の弁天球場の活用の在り方については、今まで高校球児による児童生徒への野 
球教室の実績はありませんが、スポーツフェスティバルの折に元プロ野球選手石井浩郎 
氏による小中学生野球教室が２回、他に潟上・南秋地区７中学校の野球部員が参加した 
元プロ野球選手５名による「カルピスこどもの日全国少年野球教室」もございました。 
 また以前には全県ゲートボール八郎潟大会が開催されておりました。全町野球大会は 
ここ２年間コロナ禍で中止となりましたが、毎年のように実施されております。 
 議員からの貴重な提案として受け止めますが、活用のための組織を立ち上げて進める

        とした場合、頻繁に球場を開放して何かしらの事業を展開していくことになりますので 
常時弁天球場に配属できる教育課職員の人的配置が必要になることも必須と考えます。 
 最後に３つ目のスポーツ振興くじ助成金の活用による大規模改修等についてですが、 
弁天球場は昭和５４年１０月に完成後、議員の言われるとおり、平成１６年まで高等学校 
秋田県予選会場として２５年間も利用されておりました。 
 また、南秋中体連野球競技主会場としても長い期間利用されてきました。平成７年から 
８年にかけて総工費２億９，８００万円をかけて、大規模改修を実施しております。 
 外野フェンスや人工芝、スコアボード、温水シャワー、バリアフリーエリアなど全国 
大会レベルの公式戦も開催できるような球場と称されました。 
 時を経て平成２０年頃から、老朽化が進んでおり年次計画で毎年のように必要箇所の 
修繕や補修をしてきておるところです。 
 議員提案の今後の弁天球場の大規模改修について、数年前から電光掲示板を設置でき 
ないか、などの検討をしてきておりますが、財政的に厳しいので計画を見送ってきており 
ます。 
 現時点では、大規模改修に踏み切ることは考えておりません。球場関係では、来年度 
内野土壌補修を実施したいと考えております。 
 今後、社会体育関係事業での優先順位の上位として、Ｂ＆Ｇプールの改修を検討中でご 
ざいます。以上です。 
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８番 畠山一充  町民参加型ということで、全国的には結構企画立案な中、組織体制でやっておるとい 
        うことを情報得まして、今回提案した訳でございますけども、いずれ高校球児から指導 
        というかやってもらえれば、いろいろ地域貢献という形でまた学業にとってもいろいろ 
        プラスになるし、自分達の野球についても非常に人に教えるというのは、非常にこう教 

える側、指導される側非常にこうためになるかなとまた思いまして、一体感もあります。 
 なかなか職員の常時配置とうのは、置くのは大変厳しいかと思います。そこら辺を前 
向きにどうか考えてもらえればとまた思っております。 
 後、スポーツ振興くじなんですけども、これについては他の能代球場なんかも、秋田県 
大会予選に当たってそれを活用したという例もあります。 
 ある程度かなりこう助成金額も大きい訳ですので、今後、年数立ちますとまた改修と

        なれば経費がかなり膨らむかと思います。優先順位があるかと思いますけども、そこら 
辺も見ながら早めに計画を持ちながら、対応してもらえれば非常に助かります。 
 実は今回の質問に対しては、私も昭和６０年の４月から１０月一杯まで、７カ月間程 
でしたけども、教育委員会の方に臨時として配属されまして、故 藤井さんの元でいろい 
ろ業務携わってきました。 
 弁天球場に対する熱いものというか、成し得るものがありまして今回質問した訳でご 
ざいます。どうかまず前向きに考えてもらえれば非常に助かります。以上で終わります。 
 

議長 伊藤秋雄  これにて、８番 畠山一充君の一般質問を終わります。 
         次に、７番 村井昇君の一般質問を行います。７番 村井昇君。 
 
７番 村井 昇  ７番 村井昇です。私からの質問事項として３つの表題で質問したいと思います。 
         １つ目として、空き家と相続放棄の空き家の対応は、ということで質問したいと思い 

ます。私の町内では３年程前から空き家が３件程解体されましたが、今年に入りまた新 
たに２件の空き家が発生しました。もちろん地域の人口も減少し大変な時代だと思いま 
す。 
 現在ある空き家の老朽化が進み、家の屋根に穴があき天井から空が見える程傷んでき 
ました。また風が強いと屋根のトタンが道路に飛ぶ時もあり、非常に危険な状態です。 
 前にも質問したことがありますが、その時と違い外の板も腐食して家の中も見える状 
態です。どうにかならないものでしょうか。 
 また、敷地内には大きな銀杏の木があり、今では木が大きくなり根で門柱が持ち上が 
ってきています。紅葉が終わると道路中が落ち葉で一杯になり、状況も変化してきてい 
ます。町では空き家を調査、巡回しているのでしょうか。何か良い解決方法はないもので 
しょうか。 
 また、空き家の中でも相続を放棄したということで何も手を付けず、老朽化が進んで 
きている空き家も出てきました。 
 草は伸び放題ですし屋根もサビでてきて、まもなく風が強いとトタンが飛ぶ危険も出 
てきました。 
 町としては財産を放棄した土地や空き家については、どのように対応、管理していく 
のでしょうか。時代が時代ですから、これから相続を放棄したり連絡が途絶える人が出 
て来ると思います。このような場合、町ではどのように対応していくのか教えてくださ 
い。 
 ２つ目の質問ですが、役場新庁舎に伴う備品の処理はということで、役場新庁舎の工 
事も順調に進んでいるとの事、来年の４月には完成していると思います。 
 それに伴い、現在役場で使われている机やイス、ロッカー、キャビネット、応接のテー 
ブルやイス等沢山の備品がありますが、ほとんどが新しい物と交換になると思いますが 
古い物は廃棄になると思いますが、使える物も沢山あると思います。 
 備品の中には購入した時はかなり高価な物もあったと思います。廃棄処分する前に町 
民に払い下げる考えはないでしょうか。また処分はどのようにして行うのでしょうか。 
教えてください。 
最後の質問の３つ目として、狩猟免許についての対策はということで、令和３年６月 

        の町の広報で狩猟免許の試験、講習会の案内がありましたが、残念ながら今回も我が町 
        では申込み者がいなかったようですが、免許の所有者を増やすことは出来ないでしょう 

か。今年もそうですが山からクマが人里に出没している市町村は年々増加してきていま 
す。 
 我が町にも出没しています。また秋田県にもイノシシが見られるようになり、被害も 
出てきているようです。８月下旬になり稲が実ってくると、八郎湖周辺の田んぼではカ 
モによる食害の被害が多く見られます。 
 そのために私はカモの有害駆除を行ってもらいたいと思っております。現在町では６ 
人の免許の所有者がおりますが、高齢化が進んでおり、後継者の育成が必要ではないで 
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しょうか。 
 八郎潟町の集落組織や法人にお願いするか、それでもいない場合は町の職員や消防団 
員にお願いしてはいかがでしょうか。補助金も今まで以上の補助金で対応できないもの 
でしょうか。被害が大きくならないうちに対策を考える必要はないでしょうか。 
 以上、３つの点につきまして一括質問しましたので、よろしくお願いします。 
 

議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  村井議員のご質問にお答えします。 
         この危険空き家については以前にも質問があり、所有者に対し補修及び解体などにつ 

いてお話しした経緯がありますが、ご指摘のとおりなかなか改善されていないのが現状 
です。 

         引き続き、所有者に対し必要な除去、修繕等の対策など適正な管理について注意喚起 
し、必要に応じて助言または指導を行い、八郎潟町空き家等除去費補助金交付要綱を制 
定しておりますので、補助金の活用を含め適切な処理に努めて参ります。 

         空き家の実態調査については、平成２９年度に実施し、以前お話ししたとおり、住家１ 
７１戸、非住家１９１戸であります。その後、増加しているものと思われますが、調査及 
び巡回等は行っておりません。 

         また、危険空き家については、町民からの情報提供や町内会からの要望などにより把 
握し、職員が現場に出向き確認しているのが現状です。 

         財産放棄した対策として、弁護士等専門的知識を有する者、いわゆる相続財産管理人 
を選定し、略式代執行による解体は可能でありますが、その問題点については国土交通 
省・総務省調査では、令和２年３月３１日現在で、空き家等対策の推進に関する特別措置 
法に基づく略式代執行件数が全国で１９１件、秋田県では１件であります。 

         町として、早急な対策を講じることは現段階では困難でありますが、今後の検討課題 
と考えております。 

         なお、特に危険性が高く隣家に影響を及ぼす可能性が高い場合、建物構造上可能であ 
れば必要最小限の応急措置をいたします。 

         次に、現庁舎の備品については、現在、各課において「新庁舎に持っていくもの」、「 
町の他の施設で使うもの」、「旧小学校で文書保存用で使うもの」、「廃棄するもの」に 
仕分けしている段階でございます。 

         最終的に、「廃棄するもの」となった備品については、最初に町内会やＮＰＯ法人、社 
会福祉協議会等の公共的団体を対象にして、不用備品の譲渡会を開催し、その後、一般町 
民に対しても実施する方向で検討しております。 

         次に、町猟友会の会員は現在６名であります。会員の高齢化が顕著になってきており、 
後継者の発掘と育成が本町の課題となっています。 

         町としても平成３０年度から狩猟免許の取得に対して補助金を予算化し町広報やホー 
ムページなどで周知しておりますが免許の取得にまで至っていないのが現状です。 

         町では職員が個別に町民にアプローチをかけていますが、なかなか了解を得ることが 
できません。 

         また、町職員掲示板にも掲載しましたが、未だ免許取得に向かう職員もおりません。 
         今後は補助金の増額や免許更新時の補助制度なども考慮しながら免許取得のＰＲ等に 

努めていきたいと思います。 
         なお、カモ駆除についてお話しされましたが、平成１６年頃まで駆除を行っておりま 

した。内容は９月１日から９月３０日までの毎週日曜日の４回が駆除日となっていまし 
た。１班が６名から７名の２班体制で班全員７０羽を、合計で１４０羽を限度としてい 
ましたが、実際に駆除できたのは年度によって違いますが、２０羽から５０羽程度で効 
果があまりみられないとのことで駆除をやめた経緯がございます。 

         今後については今のところ駆除の予定はございません。 
 
７番 村井 昇  空き家の件ですがまず当たっていると答えてもらいましたが、実際、現地を見たと思 

います。もう今年これから冬を迎える訳ですが、雪が多ければ潰れるような状態になっ 
てきておりますし、また外壁と言いますか、板で囲ってある訳ですがもう外から中の方 
が見える状態で、見た方はびっくりすると思います。 
 そういう状態ですので、何とか解体するように指導なりできないものでしょうか。町 
で強制的に解体するとかできないものでしょうか。見ればびっくりすると、隣の方は非 
常に迷惑しているはずです。 
 もう外から見ても分かると思いますが、ましてさっきも話しましたが銀杏の木も大き 
くなって、門柱を持ち上げるくらいの太さになってきました。もちろん家の方にも徐々 
に狂いはくると思います。 



            
 
 

 - 36 - 

 そういうこともありますので、是非ともこれ解体の方向にむかって、町と隣の人なり 
私でもよろしいですので、町外の人だそうですのでその人に話しに行きたいと思います
ので、一つ考えて見てもらえないでしょうか。 

  それと猟銃の免許ですが、補助額を増やすということのようですが、全額補助する 
ような形に持って行かれないものでしょうか。 
 ある程度の人数を定めて全額補助して、取得後は申請とかいろいろあると思いますの 
でそういうのは自分で負担してもらってもよろしいと思います。とにかく何人かの方か 
ら取ってもらわなければ、このとおりしょっちゅうクマが出てるところもありますし、 
これからまたイノシシ等も畑にいたずらする可能性も充分考えられますので、この対策 
を考えてもらえないでしょうか。 
 

議長 伊藤秋雄  畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  答えとしては先程言ったとおりでございますけども、空き家に関しては補助金の活用 
        含めて、適切に処理してもらうように助言・指導いたします。 
         それが出来なければ、代執行というものもございますけども、この後、所有者の方に 
        このように指導勧告していきたいと思います。 
         狩猟免許につきましては、もうちょっと良い方法が他にないのか、いろいろ検討はし 

ていきますけども、現状はなかなか難しい状態でございます。 
 

７番 村井 昇  この後、空き家については話を進めていくということですので、是非とも解体するよ 
うに一つお願いしたいと思います。大変有難うございます。私からは以上で質問を終わ 
ります。 
 

議長 伊藤秋雄  これにて、一般質問を終わります。 
         これより各常任委員会を開いていただきます。 
         なお、最終日、９月１７日は午後３時より本会議を開催いたします。 
         本日の会議は、これをもって散会いたします。 
         どうもご苦労様でした。 
                              
                              （ 閉会 午後 ２時 ２分 ） 
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令和３年八郎潟町議会９月定例会 会議録 
 
 
                     第９日目 令和２年９月１７日（金） 

 
議長 伊藤秋雄  ただいまの出席議員は１２名であります。 
         定足数に達しておりますので、八郎潟町議会９月定例会は成立いたしました。 
         これより、本日の会議を開会いたします。答弁のため出席を求めた者、町長、副町長 
        教育長、各課課長、会計管理者であります。 
         日程第１、本会議で各常任委員会に付託された議案等について、各常任委員長の報告 

を求めます。 
 始めに、総務産業常任委員長 小柳聡君の報告を求めます。 
 

総務産業常任委員長 小柳聡  （総務産業常任委員長報告   別紙報告書のとおり） 
 
議長 伊藤秋雄  次に、教育民生常任委員長 石井清人君の報告を求めます。 
 
教育民生常任委員長 石井清人 （教育民生常任委員長報告   別紙報告書のとおり） 
 
議長 伊藤秋雄  これより各常任委員長報告に対する質疑を行います。 

              まず始めに、総務産業常任委員長 小柳聡君の報告に対する質疑を行います。質疑ご
ざいませんか。５番 石井清人君。 

 
５番 石井清人  ５番 石井です。１ページのところなんだけども、委員長さんにちょっと聞くんです 
        が補正予算では建物の補助金１，１００万円なので、そのことの審議はあったと思うん

だけども、ただ報告の中に土地・建物とも無償貸与かとの質問があり、土地については 
        町有地使用料を徴収し、と書いてあるのであそこは元は廣瀬産業という個人有地であっ 

たけども、土地改良区が廣瀬産業から借りるとか買うとかじゃなくて、町がそこを取得 
したということなのかな、もし分かれば、分からなければ議案の総括の時に聞くけども、 
分からなければ分からないでもいいです。そこ、委員長さん分かるかな。 
 

議長 伊藤秋雄  ２番 小柳聡君。 
 
２番 小柳 聡  分からないです。 
 
５番 石井清人  分かりました、総括で聞くから。 
 
議長 伊藤秋雄  他にありませんか。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑がないようですので、総務産業常任委員長に対する質疑を終わります。 
         次に、教育民生常任委員長 石井清人君に対する質疑を行います。質疑ございません

か。 
                    （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑がないようですので、教育民生常任委員長に対する質疑を終わります。 
         これにて、各常任委員長に対する質疑を終わります。 
         次に、各議案に対する討論並びに採決を行います。 
         日程第２、議案第４２号 八郎潟町手数料条例の一部を改正する条例について、討論

を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４２号について、委員長の報告は可決で 

あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４２号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第３、議案第４３号 令和３年度八郎潟町一般会計補正予算（第４号）につ

いて、討論を行います。討論ありませんか。５番 石井清人君。 
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５番 石井清人  ちょっと聞くけども、討論でなくて総括の質疑ということはないのですか。 
 
議長 伊藤秋雄  総括はないです。 

暫時休憩します。             
                     （ 休 憩 ） 
                     （ 再 開 ） 
   
議長 伊藤秋雄  再開いたします。 
         次に、日程第３、議案第４３号 令和３年度八郎潟町一般会計補正予算（第４号）につ 

いて、討論を行います。討論ありませんか。 
（討論なしの声あり） 

 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４３号について、委員長の報告は可決で

あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                     （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４３号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第４、議案第４４号 令和３年度八郎潟町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）について、討論を行います。討論ありませんか。 
           （討論なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４４号について、委員長の報告は可決で 
あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

                     （起立多数） 
 
議長 伊藤秋雄  起立多数であります。よって、議案第４４号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第５、議案第４５号 令和３年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第１号）について、討論を行います。討論ありませんか。 
           （討論なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４５号について、委員長の報告は可決で 
あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

                     （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４５号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第６、議案第４６号 令和３年度八郎潟町公共下水道事業特別会計補正予 

算（第２号）について、討論を行います。討論ありませんか。 
           （討論なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４６号について、委員長の報告は可決で 
あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
             （全員起立） 
 

議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４６号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第７、議案第４７号 令和３年度八郎潟町介護保険特別会計補正予算（第１ 

号）について、討論を行います。討論ありませんか。 
           （討論なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４７号について、委員長の報告は可決で
あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

                     （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４７号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第８、議案第４８号 令和３年度八郎潟町上水道特別会計補正予算（第２号

について、討論を行います。討論ありませんか。 
                   （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４８号について、委員長の報告は可決で 

あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
             （全員起立） 
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議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４８号は委員長報告のとおり可決されました。 
         次に、日程第９、議案第４９号 八郎潟町過疎地域持続的発展計画の策定について、討

論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。議案第４９号について、委員長の報告は可決で

あります。委員長報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、議案第４９号は委員長報告のとおり可決されました。 
         ただいまから、各会計の決算認定の議案について採決に入りますので、渡邉代表監査

委員から出席していただきます。 
         暫時休憩いたします。 
                    （ 休 憩 ）  
                    （渡邉代表監査委員着席） 
                    （ 再 開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  再開いたします。 
         次に、日程第１０、認定第１号 令和２年度八郎潟町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、討論を行います。討論ありませんか。はい、１番 加藤千代美君。 
 
１番 加藤千代美 認定第１号について、私の方から反対意見を申し上げます。 
         令和２年度八郎潟町一般会計歳入歳出決算については、反対いたします。その理由は 
        多面的機能支払交付金、その趣旨にある地域の共同活動を支援し、地域資源の適切な管

理をするための交付が、一部地域には交付され、一部地域には交付されないという現実
があるからであります。 

         交付を受けていない地域に問題があるとするならば、行政機関で徹頭徹尾指導し、是
正するべきものであると考えます。 

         それを司法の手を借りなければ、行政指導ができないということであるならば、極め
て遺憾であると言わざるを得ない、と言う理由であります。 

 
議長 伊藤秋雄  次に、賛成者の討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第１号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （起立多数） 
 
議長 伊藤秋雄  起立多数であります。よって、認定第１号は委員長報告のとおり認定することに決定

いたしました。 
         次に、日程第１１、認定第２号 令和２年度八郎潟町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、討論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第２号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、認定第２号は委員長報告のとおり認定することに決定

いたしました。 
         次に、日程第１２、認定第３号 令和２年度八郎潟町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について、討論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第３号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、認定第３号は委員長報告のとおり認定することに決定
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いたしました。 
         次に、日程第１３、認定第４号 令和２年度八郎潟町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について、討論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第４号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、認定第４号は委員長報告のとおり認定することに決定

いたしました。 
         次に、日程第１４、認定第５号 令和２年度八郎潟町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、討論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第５号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、認定第５号は委員長報告のとおり認定することに決定

いたしました。 
         次に、日程第１５、認定第６号 令和２年度八郎潟町上水道特別会計決算認定につい

て、討論を行います。討論ありませんか。 
                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。認定第６号について、委員長の報告は認定とす

るものであります。委員長報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、認定第６号は委員長報告のとおり認定することに決定

いたしました。 
         ここで、渡邉代表監査委員より退席していただきます。大変ご苦労様でした。 
         暫時休憩いたします。    
                      （ 休 憩 ） 
                      （渡邉代表監査委員退席） 
                      （ 再 開 ） 
 
議長 伊藤秋雄  再開いたします。 
         次に、日程第１６、陳情について、討論・採決いたします。 
         陳情 受理番号第４号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移

転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見
書の採択を求める陳情について、討論を行います。討論ありませんか。 

                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。受理番号第４号について、委員長の報告は採択

であります。委員長報告のとおり決定し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって、受理番号第４号は委員長報告のとおり採択し、意見書を

送付することに決定いたしました。 
         次に、受理番号第５号 沖縄防衛局による沖縄本島南部の沖縄戦戦没者の遺骨が混じ

った土砂の採取計画を止めることを国に要請して求める意見書の提出要請に関する陳情
書について、討論を行います。討論ありませんか。 

                    （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。採決いたします。受理番号第５号について、委員長の報告は、採

択であります。委員長報告のとおり決定し、意見書案に賛成の諸君の起立を求めます。 
                      （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって受理番号第５号は委員長報告のとおり採択し、意見書を
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送付することに決定いたしました。 
 
議長 伊藤秋雄  次に、日程第１７、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て、を上程いたします。 
         諮問にあたり、説明を求めます。はい、畠山町長。 
 
町長 畠山菊夫  本日提出いたします諮問の概要について、ご説明申し上げます。 
         本日配布しました資料をご覧くさだい。 
    諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
         八郎潟町人権擁護委員に現在１名の欠員が出ているため、新しい委員として 土橋 茂

氏を推薦するにあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求める
ものでございます。 

         土橋 氏は履歴資料にありますように、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、多様な 
        町民と接する機会が豊富であり、人権擁護について理解を有する者としての要件を十分

満たしていると思われますので、推薦にあたって諮問するものでございます。 
         なお、任期は令和４年１月１日より３年間であります。 
         よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。 
 
議長 伊藤秋雄  これより、諮問に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
                     （質疑なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。 
                     （討論なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  討論なしと認めます。それでは採決いたします。 
         人権擁護委員として、土橋 茂氏を推薦することとし、答申することに賛成の諸君の起

立を求めます。 
                       （全員起立） 
 
議長 伊藤秋雄  起立全員であります。よって諮問第１号 人権擁護委員の推薦については、土橋 茂氏

を推薦することとし、答申することに決定いたしました。 
         次に、日程第１８、選挙第４号 八郎潟町選挙管理委員会委員の選挙について、を上程

いたします。 
         それでは選挙を行います。選挙管理委員は４名であります。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ
り、指名推薦にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

                     （異議なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。 
         お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います

が、ご異議ございませんか。 
                     （異議なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定いたしました。 
         選挙管理委員会委員には、渡邉 滋君、佐藤 毅君、伊藤 章君、喜藤 博昭君、以上の

方を指名いたします。                          
         お諮りいたします。ただいま指名しました方を選挙管理委員会委員の当選人と定める

ことに、ご異議ございませんか。 
                 （異議なしの声あり） 

 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。従って、ただいま指名しました、渡邉 滋君、佐藤 毅君、伊藤

章君、喜藤 博昭君が八郎潟町選挙管理委員会委員に当選されました。 
次に、日程第１９、選挙第５号 八郎潟町選挙管理委員会委員補充員の選挙について、

を上程いたします。 
それでは選挙を行います。選挙管理委員会委員補充員は４名であります。 
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推薦にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
            （異議なしの声あり） 
 

議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。 
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         お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います
が、ご異議ございませんか。 

                    （異議なしの声あり） 
 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定いたしました。 
         選挙管理委員会委員補充員には、第１順位 小野茂樹君、第２順位 北嶋憲章君、第 

３順位 髙橋正志君、第４順位 渡部郁子さん、これは１５区の方です、以上の方を指名
いたします。 
 お諮りいたします。ただいまご指名しました方を、選挙管理委員会委員補充員の当選
人と定めることに、ご異議ございませんか。 
            （異議なしの声あり） 

 
議長 伊藤秋雄  ご異議なしと認めます。従って、ただいま指名しました、第１順位 小野茂樹君、第２ 
        順位 北嶋憲章君、第３順位 髙橋正志君、第４順位 １５区の渡部郁子さん、以上の方

が順序の通り選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 
         以上、今定例会に付議されました案件は、すべて終了いたしました。 
         これをもちまして、八郎潟町議会９月定例会を閉会いたします 
         大変ご苦労様でした。 
                                 
                               （ 閉 会 午後３時５８分 ） 
 
 
 
 
 
 

 


